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1 派遣の流れについて

派遣事業主であ
ることの明示

派遣ができない
業務でないかの

確認

4ページ

抵触する日の
通知書

派遣先→派遣元

９ページ

派遣事業主であ
ることの明示

派遣ができない
業務でないかの

確認

4ページ

■派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結するに当たっては、あらかじめ派遣
先に許可を受けている旨を明示しなければなりません。また、派遣先事業主は明
示された内容を個別契約書に記載しておかなければなりません。
（法第26条第3項、則第21条第4項）

■労働者派遣事業は、派遣ができない業務がありますので、必ず派遣先から詳
しい業務内容を確認してから、派遣する必要があります。（法第4条）

■派遣元事業主は、労働者派遣契約の締結に当たり、あらかじめ派遣先から、
事業所単位の期間制限に抵触する日の通知を書面の交付等により受けなけれ
ばなりません。（法第26条第4項、則第24条の2）

■派遣先の同一の事業所に派遣できる期間は原則は3年ですが、派遣先が事
業所単位の期間制限の抵触日の1か月前までに派遣先の事業所の労働者の過
半数で組織する労働組合等に対し、書面により受入期間について意見を聴き、
十分尊重したうえで、事業所単位の期間制限による派遣可能期間を3年延長す
ることができます。（法第40条の2、則第33条の3）

■派遣元事業主は、派遣先からこの通知がない場合は、労働者派遣契約を締
結することはできません。（法第26条第5項）

労働者派遣契約

12ページ

■派遣先は、労働者派遣契約の締結に当たり、あらかじめ派遣元事業主に対し、
派遣労働者が従事する業務ごとに比較対象労働者の賃金その他の待遇に関す
る情報を提供しなければなりません。（法第26条第7項）

■派遣元事業主は、派遣先から比較対象労働者に係る待遇情報の提供がない
場合は、労働者派遣契約を締結することはできません。（法第26条第9項）

待遇決定方式の
検討及び決定

10ページ

有期雇用
労働者

無期雇用
労働者
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待遇決定方式の
検討及び決定

10ページ

■派遣元事業主は、労働者派遣の実施にあたり、法律で規定された事項を記載
した労働者派遣契約を締結後でなければ、開始できません。
（法第26条第1項）

■派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結するに際し、派遣先から希望により、
派遣労働者を特定することを目的とする行為や性別・年齢等を理由とする差別
的な取扱いに協力してはいけません（紹介予定派遣を除く)。
（法第26条第6項、派遣元指針第2の11）

労働者派遣契約

12ページ



待遇に関する
事項等の説明

17ページ

待遇に関する
事項等の説明

17ページ

■派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対して、労働契
約締結前に、雇用された場合の賃金の見込み額や待遇に関する事項等につい
て書面の交付等により説明しなければなりません。
（法第31条の2第1項、則第25条の6）

■派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あら
かじめ、当該労働者に対し、文書の交付等により、労働条件に関する事項を明
示するとともに、均等・均衡待遇の確保、一定の要件を満たす労使協定に基づく
待遇の確保、職務の内容等を勘案した賃金の決定の規定により措置を講ずべき
こととされている事項に関し講ずることとしている措置の内容を説明しなければな
りません。（法第31条の2第2項）

■派遣元事業主は、労働者派遣（労使協定に係る者を除く。）をしようとするとき
は、あらかじめ、当該派遣労働者に対し、文書の交付等により、労働条件に関す
る事項を明示するとともに、均等・均衡待遇の確保、一定の要件を満たす労使協
定に基づく待遇の確保、職務の内容等を勘案した賃金の決定の規定により措置
を講ずべきこととされている事項に関し講ずることとしている措置の内容を説明し
なければなりません。（法第31条の2第3項）

■派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあったときは、当該派
遣労働者に対し、当該派遣労働者と比較対象労働者との間の待遇の相違の内
容及び理由並びに均等・均衡待遇の確保、一定の要件を満たす労使協定に基
づく待遇の確保、職務の内容等を勘案した賃金の決定、就業規則の作成の手
続の規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当
たって考慮した事項を説明しなければなりません。（法第31条の2第4項）

■派遣元事業主は、派遣労働者が待遇に関する説明を求めをしたことを理由と
して、当該派遣労働者に対して、解雇その他不利益な取扱いをしてはいけませ
ん。（法第31条の2第5項）

派遣就業の明示

22ページ

派遣就業の明示

22ページ

■派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、その
旨を明示しなければなりません。また、雇用している労働者であって新たに労働
者派遣の対象とするときは、その旨を明示し同意を得なければなりません。
（法32条）

就業条件の明示
派遣料金の明示

22・25ページ

就業条件の明示
派遣料金の明示

22・25ページ

■派遣元事業主は、派遣労働者に労働者派遣契約で定めた内容に基づく就業
条件（及び抵触日）を書面の交付等により明示しなければなりません。
（法第34条、則第26条）

■派遣元事業主は派遣労働者の雇入時、派遣開始時、派遣料金額の変更時
には、当該労働者に対し、労働者派遣に関する料金額（派遣料金）を書面の交
付等により明示しなければなりません。（法第34条の2、則第26条の3）
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派 遣

31ページ

派 遣

31ページ

■派遣元事業主は、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、派遣労働者
ごとに必要な事項を記載しなければなりません。
（法第37条第1項、則第30条、則第30条の2、則第31条）

■派遣元事業主は、派遣元管理台帳を派遣終了後3年間保存しなければなりま
せん。（法第37条第2項、則第32条）

■派遣先は、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、派遣労働者ごとに必
要な事項を記載しなければなりません。（法第42条第1項、則第36条）

■派遣先は、派遣先管理台帳を派遣終了後3年間保存しなければなりません。
（法第42条第2項、則第37条）

■派遣先は、派遣先管理台帳記載事項のうち定められた事項について、1カ月
に1回以上、一定の期日を定めて派遣元事業主に対し書面の交付等により通知
しなければなりません。（法第42条第3項、則第38条）

派遣可能期間の
延長手続き

38ページ

■期間制限がある場合、派遣先の同一の事業所に派遣できる期間は原則は3
年ですが、派遣先が事業所単位の期間制限の抵触日の1か月前までに派遣先
の事業所の労働者の過半数で組織する労働組合等に対し、書面により受入期
間について意見を聴き、十分尊重したうえで、事業所単位の期間制限による派
遣可能期間を3年延長することができます。
（法第40条の2、則第33条の3）

■派遣元事業主は、派遣先より上記の変更通知を受けた場合は、当該派遣労
働者に、その旨を書面の交付等により遅滞なく通知しなければなりません。
（法第34条第2項、則第26条）
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派遣先への通知
28ページ

離職後1年以内
の通知

（派遣先→派遣元）

30ページ

派遣先への通知
28ページ

離職後1年以内
の通知

（派遣先→派遣元）

30ページ

■派遣元事業主は、当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名等及び無期雇
用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別を、派遣先に対し書
面の交付等により通知しなければなりません。また、通知した後に、通知した事
項に変更があった時は、遅滞なく、その旨を派遣先に対し同じく書面の交付等
により通知しなければなりません。
（法第35条、則第27条、則第27条の2、則第28条）

■離職後1年以内の元従業員を派遣労働者として受け入れることは原則禁止さ
れていますので、派遣先は派遣元事業主から受けた派遣労働者の通知におい
て、該当する労働者であった場合には派遣元へ書面の交付等により速やかに通
知しなければなりません。（法第35条の5、法第40条の9、則第33条の10）



2 労働者派遣事業を行うことができない業務について

１．適用除外業務

（１）次の業務では、労働者派遣事業を行うことができません。（法第4条）

① 港湾運送業務

② 建設業務

③ 警備業務

④ 病院等における医療関係の業務（下記（２）を参照）

（２）医療関係業務についての労働者派遣事業の禁止（施行令第2条）
○ 以下に該当する医療関係業務では、労働者派遣事業を行うことができません。

≪労働者派遣が禁止されている医療関係業務≫

（※1） 障害者支援施設、生活保護法に基づく救護施設・更生施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等

に設置された診療所は含みません。

（※2） 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護に係るものについての労働者派遣事業は禁止されていません。

（※3) 歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、

義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士、認定特定業務従事者

○ ただし、下記①～③のいずれかに該当する場合は、医療関係業務について労働者派遣事業を行うことが

認められています。

① 紹介予定派遣をする場合

② 当該業務が産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した労働者の業務である場合

③ 医師、薬剤師、看護師（准看護師の業務、放射線技師及び臨床検査技師が診療の補助として行うことが

できることとされている業務を含む）、診療放射線技師であって、当該業務に従事する派遣労働者の就業

場所が以下のいずれかに該当する場合

労働者 業務内容

業務が行われる場所

病院・診療
所（※１）

助産所 介護医療院
介護老人
保健施設

医療を受け
る者の居宅

医 師 医業 禁止 禁止 禁止 禁止 禁止

歯 科 医 師 歯科医業 禁止 - 禁止 禁止 禁止

薬 剤 師 調剤の業務 禁止 - 禁止 - -

看護師・准看護師 療養上の世話、診療の補助（※２） 禁止 禁止 禁止 禁止 禁止

保 健 師 保健指導（※２） 禁止 禁止 禁止 禁止 禁止

助 産 師 助産、保健指導（※２） 禁止 禁止 禁止 禁止 禁止

栄 養 士 傷病者の療養のための栄養指導 禁止 - 禁止 禁止 禁止

診 療 放 射 線 技 師 放射線を人体に照射する業務 禁止 - 禁止 禁止 禁止

歯 科 衛 生 士 歯科衛生士法２条１項の業務 禁止 - 禁止 禁止 禁止

歯 科 技 工 士 歯科技工の業務 禁止 - 禁止 - -

そ の 他 （ ※ ３ ） 診療の補助（※２） 禁止 禁止 禁止 禁止 禁止
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・ へき地（※４）にある場合

・ 地域における医療の確保のためには医業に派遣労働者を従事させる必要があるとして厚生労働省令で

定める場所（※５）である場合（へき地にあるものを除く。）

（※４） へき地とは、以下の①～⑦の地域をその区域に含む市町村として、厚生労働省令（平成18年厚生労働

第70号）により指定された地域です。

① 離島振興法第２条第１項により離島振興対策実施地域として指定された離島の区域

② 奄美群島振興開発特別措置法第１条に規定する奄美群島の区域

③ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第２条第１項に

規定する辺地

④ 山村振興法第７条第１項により指定された振興山村の地域

⑤ 小笠原諸島振興開発特別措置法第４条第１項に規定する小笠原諸島の地域

⑥ 沖縄振興特別措置法第３条第３号に規定する離島の地域

⑦ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域

（※５） 厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所をいいます。

① 都道府県が医療法第30条の23第１項の協議を経て派遣労働者を従事させる必要があると認めた

病院又は診療所で、厚生労働大臣が定めるもの （現在はなし）

② ①の病院等に係る患者の居宅

２ その他労働者派遣ができない業務

○次の業務は、当該業務について定める各法令の趣旨から、労働者派遣事業をおこなうことはできません。

① 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務

② 公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務（それぞれ一部の業務は除きます。）

○人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための

労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務は、法第２５条の趣旨に照らして行うことはできま

せん。

○同盟罷業（ストライキ）若しくは作業所閉鎖（ロックアウト）中又は争議行為が発生しており、同盟罷業や作業

所閉鎖に至るおそれの多い事業所への新たな労働者派遣を行ってはなりません。

（法第２４条、職業安定法第２０条）

○公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をすることはできません。

（法第５８条）
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３ 派遣可能期間の制限について

派遣先は、その派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務に、派遣元事業主から派遣可能期間を

超える期間継続して有期雇用の派遣労働者を受入れてはなりません。 （法第40条の2）

派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務に、3年を超える期

間継続して同一の有期雇用の派遣労働者を派遣してはなりません。 （法第35条の３）

事業所その他派遣就業の場所

○ 工場、事務所、店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独立していること、

経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること、

一定期間継続して、施設としての持続性を有すること等の観点から、実態に即して判断します。

○ 事業所とは、雇用保険等関係法令における概念と同様のものであり、出張所、支所等で、

規模が小さく、その上部機関等との組織的関連ないし事務能力からみて、一の事業所という程度の

独立性がないものについては、直近上位の組織に包括して全体を一の事業所として取り扱います。

○ その他派遣就業の場所とは、事業を行っていないものが派遣先となる場合に当該派遣労働者の役

務の提供を受ける場所を指し、例えば、個人宅が派遣先になる場合は当該家庭（居宅）を、大学の

研究室が派遣先になる場合は、当該研究室を指します。

派遣労働者がテレワークにより就業を行う場合は、派遣就業の場所が、当該派遣労働者の自宅と

なります。

組織単位

○「組織単位」とは、「業務の関連性に基づいて派遣先が設定した労働者の配置の区分で

あって、 配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が、当該

労働者の業務の配分及び当該業務に係る労働管理に関して直接の権限を有するもの」と規定

されています （法第26条第1項、則第21条の2）

○ 事業所等における組織単位については、課、グループ等の業務としての類似性や関連性があ

る組織であり、かつ、その組織の長が業務の配分や労務管理上の指揮命令監督権限を有するも

のであって、派遣先における「組織の最小単位」よりも一般に大きな単位を想定していますが、名

称にとらわれることなく実態により判断します。

○ 小規模の事業所等においては、「組織単位」と「組織の最小単位」が一致する場合があります。
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人事課

（組織単位）

総務課

（組織単位）

派

遣

開

始

3 年 3 年

同じ人について、3年
を超えて同じ課（組織
単位）への派遣は×

課（組織単位）が異なれば、
同じ人の派遣はOK

派
遣
開
始

過
半
数
労
働
組
合
等
へ

の
意
見
聴
取

3 年3 年

A

A

B

意見聴取期間
（抵触日1ヶ月前まで）

派遣先事業所単位の期間制限

派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間（派遣可能期間）は、原則、３年が限度となります。

派遣先が３年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合等からの
意見を聴く必要があります。（Ｐ38～Ｐ41参照）

○○支店
(事業所単位)

派遣労働者個人単位の期間制限

同一の派遣労働者を、派遣先における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度と
なります。
組織単位を変えれば、同一の事業所に、引き続き同一の派遣労働者を（３年を限度として）派遣
することができますが、事業所単位の期間制限による派遣可能期間が延長されていることが前
提となります。（派遣先は同一の派遣労働者を指名するなどの特定目的行為を行わないようにす
る必要があります。）

（第１係）

（第２係）

事業所単位の派遣可能期間を延長した場合でも、個人単位の期間制限を超えて、
同一の有期雇用の派遣労働者を引き続き同一の組織単位に派遣することはできません。！
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○ 派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者を派遣する場合

○ 60歳以上の派遣労働者を派遣する場合

○ 有期プロジェクト業務

※事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって、一定の期間内に完了することが
見込まれるもの

○ 日数限定業務

※その業務の1か月に行われる日数が、その派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者(原
則として正規の従業員）の1か月の所定労働日数に比し相当程度少なく(半分以下）、かつ、月10
日以下である業務

○ 産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務

※派遣先の労働者が産前産後休業、育児休業産前休業に先行し、又は産後休業若しくは育児休
業に後続する休業であって、母性保護又は子の養育をするための休業をする場合の当該労働
者の業務

○ 介護休業を取得する労働者の業務

※派遣先の労働者が介護休業及び介護休業に後続する休業であって、対象家族を介護するため
の休業をする場合の当該労働者の業務

期間制限の例外
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いわゆる「クーリング期間」

○ 事業所単位の期間制限
派遣先の事業所等が新たに派遣を受け入れる場合に、新たな労働者派遣と直前の労働者派遣の

期間が３か月を超えないときは、継続して労働者派遣を受け入れているものとみなします。

派遣先の事業所で３年間派遣を受入れた後、派遣可能期間の延長に係る意見聴取の手続を回避
することを目的として、「クーリング期間」を空け、再度労働者派遣の役務の提供を受けるような、実質
的に労働者派遣の受入れを継続する行為は、法の趣旨に反します。

○ 個人単位の期間制限
同一の派遣労働者について、派遣先の同一の組織単位における就業の日と次回の就業の日との

期間が３か月を超えない時は、派遣先は、継続して同一の派遣労働者を受入れているものとみなし
ます。

派遣労働者が異なる派遣元事業主から派遣された場合であっても、同一の派遣労働者と評価され
ます。派遣先は、個人単位の期間制限に違反することをもって、派遣元事業主に対し、派遣労働者
の交代を要求することができます。

派遣元事業主が、同一の派遣労働者を派遣先の同一の組織単位の業務に継続して３年間派遣し
た後、本人が希望しないにもかかわらず、「クーリング期間」を空けて再びその組織単位の業務に派
遣することは、派遣労働者のキャリアアップの観点から望ましくありません。

以下の場合は、事業所単位・個人単位の受入期間制限の例外となり、期間制限のない派遣労働者と
なります。



令和 ７年 ３月 １０日

抵触する日の通知書

＜派遣元＞
株式会社 コンプライアンススタッフ 殿

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に基づき、
派遣労働者の受入期間制限に抵触する日を下記のとおり通知します。

事業所単位の期間制限に抵触する日 令和 ９年 １０月 １日

受入事業所名 株式会社 大分商事

受入事業所所在地 大分県大分市春日町１７番２０号

＜派遣先＞
株式会社 大分商事

抵触日通知のモデル例 派遣先 → 派遣元事業主
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派遣元事業主は、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労

働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面に

よる協定により、その雇用する派遣労働者の待遇（法第40条第2項の教育訓練及び同条第3項の福利

厚生施設に係るものを除く。）により、一定の事項を定めたときは、派遣先に雇用される通常の労働者

との均等・均衡を確保するための措置（法第30条の3に基づく措置）は適用しません。

(法第30条の4第1項）

労使協定で定めた事項を遵守していない場合又は労使協定の定めによる公正な評価に取り組ん

でいない場合は、この限りではありません。 (法第30条の4第1項のただし書）

労使協定を締結した派遣元事業主は、労使協定をその雇用する労働者に周知しなければなりませ

ん。 （法第30条の4第2項）

労使協定を締結した派遣元事業主は、事業報告書に労使協定を添付するとともに、協定対象派遣

労働者の職種ごとの人数及び職種ごとの賃金額の平均額を報告しなければなりません。

（法23条第1項）

労使協定による待遇の確保

派遣元事業主は、その雇用する派遣労者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該

待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、派遣労働者及び通常の

労働者の職務内容、職務内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、待遇の性質及び目的に

照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはいけません。

（法第30条の3第1項）

派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用されている通常の労働者と同一の派遣労働者で

あって、労働者派遣契約及び派遣先における慣行その他の事情からみて、派遣先における派遣就

業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が派遣先の通常の労働者の職務の

内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理

由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、通常の労働者の待遇と比較して不利な

ものにしてはいけません。 （法第30条の3第2項）

派遣先との均等・均衡待遇の確保

４ 不合理な待遇差を解消するための規定の整備について
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➤ 派遣先からの情報提供モデル例は、59~62ページに掲載しています。
➤ 労使協定（イメージ）は、64ページに掲載しています。
➤ご不明な点は、需給調整事業室(097-535-2095）へお問い合わせください。



【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇

【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇

派遣先

・通知で示された最新の統計を確認
・労使協定の締結（派遣元） 【法第30条の４第１項】
（※）労使協定における賃金の定めを就業規則等に記載

・労使協定の周知等（派遣元）
１）労働者に対する周知 【法第30条の４第２項】
２）行政への報告 【法第23条第１項】

労働者派遣契約の締結（派遣元及び派遣先） 【法第26条第１項等】

派遣労働者に対する説明（派遣元）
１）雇入れ時
・ 待遇情報の明示・説明 【法第31条の２第２項】

２）派遣時
・ 待遇情報の明示・説明 【法第31条の２第３項】
・ 就業条件の明示 【法第34条第１項】

派遣料金の交渉(派遣先は派遣料金に関して配慮) 【法第26条第11項】

（求めに応じて下記の対応）

比較対象労働者の待遇情報の提供（派遣先）
【法第26条第７項・第10項】

（※）法第40条第２項の教育訓練及び第40条第３項の福利厚生施設に限る。

派遣労働者に対する労使協定の内容を決定するに当たって考慮した事項
等の説明（派遣元） 【法第31条の２第４項】

（注）同種の業務に従事する一般労働者の平均賃金に変更があった
ときは、派遣元は、協定改定の必要性を確認し、必要に応じて、
上記の流れに沿って対応。

比較対象労働者の待遇情報の提供（派遣先）
【法第26条第７項・第10項】

派遣労働者の待遇の検討・決定（派遣元） 【法第30条の３】

労働者派遣契約の締結（派遣元及び派遣先） 【法第26条第１項等】

派遣労働者に対する説明（派遣元）
１）雇入れ時
・ 待遇情報の明示・説明 【法第31条の２第２項】
２）派遣時
・ 待遇情報の明示・説明 【法第31条の２第３項】
・ 就業条件の明示 【法第34条第１項】

派遣労働者に対する比較対象労働者との待遇の相違等の説明（派遣元）
【法第31条の２第４項】

（求めに応じて下記の対応）

（注）比較対象労働者の待遇に変更があったときは、変更部分について
派遣先から派遣元に待遇情報を提供。
派遣元は派遣労働者の待遇の検討を行い、必要に応じて、上記の
流れに沿って対応。

派遣料金の交渉(派遣先は派遣料金に関して配慮) 【法第26条第11項】

待遇情報の提供義務

派遣元

均等／均衡

（１）派遣先労働者との均等・均衡方式 （２）労使協定による一定水準を満たす待遇決定方式

派遣元

労使協定
派遣派遣先

派遣

○ 派遣労働者と派遣先労働者との均等待遇・均衡待遇規定を創設。

○ 教育訓練、福利厚生施設の利用、就業環境の整備など派遣先の

措置の規定を強化。

○派遣元事業主が、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者

の過半数代表者と一定の要件を満たす労使協定を締結し、当該協

定に基づいて待遇決定。(派遣先の教育訓練、福利厚生は除く。）

過半数代表者の選出＜過半数労働組合がない場合＞

投票、挙手等の民主的な方法により選出 （派遣元）

派遣元が講ずる措置 派遣先が講ずる措置

（通常の労働者） （派遣労働者）

過半数労働組合
又は 過半数代表者

派遣先は、派遣元が行う教育訓練、派遣労働者の待遇決定及び待遇に関する事項等の説明が適切に講じられるようにするため、派遣元の求めに応じ派遣先に雇用
される労働者に関する情報、派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報であって必要なものを提供する等の配慮をしなければいけません。

【法第４０条第５項】

（使用者）

待遇決定の方式と待遇改善の流れ
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５ 労働者派遣契約について【必要契約事項】

労働者派遣契約の当事者は、労働者派遣契約の締結に当たって、派遣労働者の就業条件に係る一定

の事項を定めるとともに、その就業条件の組合せごとに派遣労働者の人数を定めなければなりません。

労働者派遣契約に際して、必要最低限定めるべき派遣労働者の就業条件に係る事項は次のとおりです。

（下線箇所が令和２年４月新設）

１ 派遣労働者が従事する業務の内容

・従事する業務の内容については可能な限り詳細に記載してください。

・業務の内容に令第４条第1項各号に掲げる業務が含まれる時は、日雇労働者派遣が可能な業務である

ことを当事者間で認識を共有するため、当該号番号を付してください。ただし、日雇労働者に係る労働

者派遣が行われないことが明らかな場合は記載不要です。

２ 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

・責任の程度とは、従事する業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程度等のことを

いいます。

・チームリーダー・副リーダー等の役職を有する者は、その具体的な役職を、役職を有さない者であれば

その旨を記載してください。

・派遣元事業主と派遣先との間で、従事する業務に伴う責任の程度について共通の認識を持つことがで

きるよう、より具体的に記載することが望まれます。

３ 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称、所在地

その他派遣就業の場所並びに組織単位

組織単位を特定するために必要な事項（組織の名称及び組織の長の職名）

４ 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者

に関する事項

派遣労働者を直接指揮命令する者の部署、役職及び氏名を記載してください。

５ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

就業する日については、具体的な曜日又は日を指定しているものであること。

６ 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間

７ 安全及び衛生に関する事項

次の事項を記載してください。

（1）派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項

例えば、危険有害業務に従事させる場合には、当該危険有害業務の内容、当該業務による危険又は

健康障害を防止する措置の内容等
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（2）健康診断の実施等健康管理に関する事項

例えば、有害業務従事者に対する特別な健康診断が必要な業務に就かせる場合には、当該健康診

断の実施に関する事項等

（3）換気、採光、照明等作業環境管理に関する事項

（4）安全衛生教育に関する事項

例えば、派遣元及び派遣先で実施する安全衛生教育の内容等

（5）免許の取得、技能講習の修了の有無等就業制限に関する事項

例えば、就業制限業務を行わせる場合には、当該業務を行うための免許や技能講習の種類等

（6）安全衛生管理体制に関する事項

（7）その他派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項

８ 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項

派遣元及び派遣先において、苦情の申出を受ける者（氏名・部署・役職・電話番号）、苦情の処理方法、

連携体制等を記載してください。

９ 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当（労働基準法第26条の

規定により使用者が支払うべき手当をいう。）等の支払に要する費用を確保するための当該費

用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安

定を図るために必要な措置に関する事項

10 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、当該職業紹介により従事

すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項

（1） 紹介予定派遣である旨

（2） 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される従事すべき業務の内容及び労働条件等

（3） 紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を

雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、それぞれのその理由を、書面の交付若しくは

ファクシミリ・電子メール等の送信の方法により、派遣元事業主に対して明示する旨

（4） 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣

の期間を勤務期間に含めて算入する場合はその旨

（5） 労働者を派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨

11 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項

・派遣元責任者及び派遣先責任者の役職、氏名及び連絡方法を記載してください。

【例】Ⅰ 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
Ⅱ 労働契約の期間に関する事項
Ⅲ 試用期間に関する事項（※但し、紹介予定派遣により雇い入れた労働者について試用期間を設けることは望ましくない）

Ⅳ 就業の場所に関する事項
Ⅴ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
Ⅵ 賃金の額に関する事項
Ⅶ 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者

災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項
Ⅷ 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項
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・派遣労働者が従事する業務の内容が製造業務である場合、派遣元責任者及び派遣先責任者がそれぞれ

「製造業務専門派遣元責任者」又は「製造業務専門派遣先責任者」である旨を記載してください。

12 労働者派遣の役務の提供を受ける者が５の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせること

ができ、又は６の派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の

定めをした場合には、当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数

この定めをする場合は、労働契約、又は派遣元の36協定の範囲内でなければなりません。

13 派遣元事業主及び派遣先との間で、派遣先が当該派遣労働者に対し、派遣先が設置及び運営する

物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪店、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保

養施設等の施設であって現に派遣先に雇用される労働者が通常利用しているもの（給食施設、休憩

室及び更衣室を除く。）の利用、レクリエーション等に関する施設又は設備の利用、制服の貸与、

教育訓練その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定めをした場合には、当該

便宜の供与に関する事項

派遣先の給食施設、休憩室及び更衣室の利用については、記載事項ではありませんが、法第40条
第3項の規定に基づき利用機会を付与しなければいけません。

14 労働者派遣の役務の提供の終了後、当該労働者派遣に係る派遣労働者を派遣先が雇用する場合に、

その雇用意思を事前に派遣元事業主に示すこと、派遣元事業主が職業紹介を行うことが可能な場

合は、職業紹介により紹介手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の

当事者間の紛争を防止するために講ずる措置

派遣先が派遣元事業主に手数料を払う場合とは、派遣元事業主が職業安定法その他の法律の規定に

よる許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合において、派遣先がその職業紹介に

より当該派遣労働者を雇用した場合に限られます。

15 派遣労働者を協定対象派遣労働者（法第30条の4第1項の協定で定めるところによる待遇とされる

派遣労働者）に限定するか否かの別

16 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かの別

17 派遣可能期間の制限を受けない業務に係る労働者派遣に関する事項

（1）事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務（有期プロジェクト業務）について労働者派遣を行う

場合は、その旨を記載してください。

（2）その業務が１か月間に行われる日数が当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者（原則として

正規の従業員）の１か月間の所定労働日数に比し相当程度少なく（半分以下）、かつ月１０日以下である業務

（「日数限定業務」）について労働者派遣を行う場合は、①その旨、②当該派遣先においてその業務が１か月

間に行われる日数、③当該派遣先の通常の労働者の１か月間の所定労働日数を記載してください。

（3）産前産後休業、育児休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、派遣先において

休業する労働者の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載してください。

（4）介護休業等の代替要員としての業務について労働者派遣を行う場合は、派遣先において休業する労働者

の氏名及び業務並びに当該休業の開始及び終了予定の日を記載してください。
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労働者派遣契約書(個別契約）のモデル例

-15-

派 遣 労 働 者 数

従 事 業 務 内 容

責 任 の 程 度

派 遣 先 事 業 所 の

名 称 ・ 所 在 地

派 遣 就 業 場 所

組 織 単 位

指 揮 命 令 者

派 遣 期 間

派 遣 就 業 日 月　　～　　金 休　　　　日

始 業 ・ 終 業 時 刻

休 憩 時 間

安 全 ・ 衛 生

派遣元 （部署）派遣事業課　（役職）主任　（氏名）○○○○　（連絡先）TEL：097-538-＊＊＊＊

派遣先 （部署）販売促進部○○課　○○係　（役職）主任　（氏名）○○○○　（連絡先）TEL：0977-23-＊＊＊＊

苦 情 処 理 方 法 ・

連 携 体 制 等

労 働 者 派 遣 契 約 の

解 除 の 場 合 の 措 置

紹 介 予 定 派 遣 に

関 す る 事 項

派 遣 元 責 任 者

派 遣 先 責 任 者

所 定 時 間 外 労 働

所 定 就 業 日 外 労 働

福 利 厚 生 等 の

便 宜 供 与

派遣先が派遣労働者を雇

用 す る 場 合 の

紛 争 防 止 措 置

派 遣 労 働 者 の 限 定

備 考

令和　 7年　 3月　10日

　　　　派＊＊-＊＊＊＊＊＊

令和7年4月1日　～　令和8年3月31日

☑　有　(1日4時間、1カ月45時間、1年360時間の範囲内）　　　 　□　無

12時00分　～　13時00分　（60分）

☑　有　(1か月2日以内）　　　　　　　　　　　 　　　　　    　 　□　無

　　　　　　代表取締役　　○○　○○　　

　　　　（乙）
　　　　大分市○○町○丁目○番○○
　　　　株式会社　コンプライアンススタッフ
　　　　代表取締役　　○○　○○　　

　　　　　　大分市東春日町17番20号
　　　　　　株式会社　大分商事

 8時30分　～　17時00分

　　　　　　(甲）

☑ 協定対象派遣労働者に限定 　 　　　　　　　□ 限定なし

□ 無期雇用派遣労働者又は60歳以上に限定　　　☑ 限定なし

裏面に記載

（役職）派遣事業課長　　（氏名）○○○○　　（連絡先）TEL：097-538-＊＊＊＊

○名

派遣先が労働者派遣の終了後に当該派遣労働者を雇用する場合は、事前に派遣元事業主にその意思を表

示すること。

（※職業紹介事業許可のある事業主の場合は以下も記載する。）
また、職業紹介を経由して行う場合には、紹介手数料として甲は乙に対し、支払われた賃金の○分の○に相

当する額を支払うものとする。

土、日、祝日、8/13～8/15 、12/29～1/3

（※該当する場合のみ記載する。）
［育児休業等代替要員の業務］

1.休業する労働者の氏名：○○　○○

2.業務内容：○○

3.休業開始：○年○月○日　　終了予定日：○年○月○日

派遣可能期間の制限を受

けない業務に係る労働者

派 遣 に 関 す る 事 項

労働者派遣契約書(個別契約）

OA事務機操作、電話対応、来客対応及びその他一般事務

（※施行令第4条第1項各号の業務に該当する場合は当該号番号を記載する。）

（役職）支店長　　（氏名）○○○○　　（連絡先）TEL：0977-23-＊＊＊＊

制服の無償貸与有り、ロッカー及び福利厚生施設利用可能

（※法律上の記載事項ではないが、法40条第３項の規定に基づき利用機会を付与しなければならないとされ
ているため、以下も記載することが望ましい。）
給食施設：利用可、休憩室：利用可、更衣室：無

派遣先の教育訓練：有　（6ヶ月に1回希望者に対し、接客訓練を実施）

販売促進部○○課　　（組織の長の職名）○○課長

（部署）販売促進部○○課　　（役職）○○係長　　（氏名）○○○○

株式会社　大分商事　(※原則、雇用保険の適用事業所と同じ。）
〒870-0037　大分市東春日町17番20号　　TEL：097-535-＊＊＊＊

副リーダー(部下２名、リーダー不在の間における緊急対応が週１回程度）

株式会社　大分商事　別府支店

〒874-0902　別府市青山町11-22　　　　  　TEL：0977-23-＊＊＊＊

　　株式会社　大分商事　(甲）　と　株式会社　コンプライアンススタッフ　(派＊＊-＊＊＊＊＊＊）（乙）とは

労働者派遣契約を次のとおり定める。

派遣先及び派遣元事業主は、労働者派遣法第44条から第47条の4までの規定により課された各法令を遵守

し、自己に課された法令上の責任を負う。

(※業務内容より、具体的な事項を定め、記載する。）

苦 情 処 理 申 出 先

裏面に記載　（※紹介予定派遣の場合のみ記載する。）

裏面に記載



労働者派遣契約書の裏面
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【苦情処理方法・連携体制等】

１．

２．

３．

【労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置】

１． 労働者派遣契約の解除の事前申入れ

２． 就業機会の確保

３． 損害賠償等に係る適切な措置

４． 労働者派遣契約の解除の理由の明示

【紹介予定派遣に関する事項】（※紹介予定派遣の場合のみ記載する。）

１． 本契約は紹介予定派遣である。

２． 派遣先が雇用する場合に予定される労働条件等

・契約期間：期間の定めなし

・業務内容：OA事務機操作、電話対応、来客対応及びその他一般事務

・試用期間に関する事項：なし

・就業場所：株式会社大分商事　別府支店（〒874-0902　別府市青山町11-22　℡0977-23-＊＊＊＊）

・始業・終業：8時30分 ～ 17時

・休憩時間：60分

・所定時間外労働：有（1日4時間、1か月45時間、1年360時間の範囲内）

・休日：毎週土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)、夏季休業(8月13日から8月15日)

・休暇：年次有給休暇：10日（6か月継続勤務後）　、　その他：有給（慶弔休暇）

・賃金：【基本賃金】　月給180,000～240,000円（毎月15日締切、毎月20日支払）

          【通勤手当】　通勤定期券代の実費相当（上限月額35,000円）

          【所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率】

　　　　　　　　　　　所定時間外：法定超 25％、　休日：法定休日 35％、　深夜：25％

          【昇給】 有（0～3,000円／月）　【賞与】 有（年２回、計4か月分）

・社会保険の加入状況：厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険　有

・労働者を雇用しようとする者の名称：株式会社大分商事

３． その他

・派遣先は、職業紹介を受けることを希望しなかった又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合は、その理由を

　派遣元事業主に対して書面により明示する。

・紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合には、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、労働者派遣の期間

　を勤務期間に含めて算入することとする。

甲は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったとき
は、労働者派遣契約の解除を行った理由を乙に対し書面で明らかにすることとする。

甲の苦情処理申出先担当者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣先責任者が中心
となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知するこ
ととする。

乙の苦情処理申出先担当者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣元責任者が中心
となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣労働者に通知するこ
ととする。

甲及び乙は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行い
つつ、その解決を図ることとする。

甲は、専ら甲に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ること
はもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うこととする。

甲及び乙は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を
行った場合には、甲の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確
保を図ることとする。

甲は、甲の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、
派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い乙が当
該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととす
る。例えば、乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額について、乙がやむを得ない事由により当
該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしな
いときは３０日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が３０日に満たないときは当該解雇の日の３０日前の日から当該予
告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他、甲は乙
と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、甲及び乙の双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲及
び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。



６ 待遇に関する事項等の説明について

１ 派遣労働者として雇用しようとするとき（面接時等）の説明

派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、当該労働者を派遣労働者として雇用

した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項等を説明しな

ければなりません。 （法第31条の2第1項)

【留意事項】

・ ①「賃金の額の見込み」とは当該労働者の能力・経験・職歴・保有資格等を考慮し、当該労働者を派

遣労働者として雇用した場合の現時点における賃金額の見込みであり、一定の幅があっても差し支

えあり ません。

・ ①「その他の当該労働者の待遇に関する事項」とは、想定される就業時間や就業日・就業場所、

派遣期間、社会保険・労働保険の適用の有無、教育訓練、福利厚生等が該当しますが、当該時点

において説明可能な事項について労働者に説明することで差し支えありません。

・ ②の「事業運営に関する事項」とは、派遣元事業主の会社概要等をいいます。

・ ③の「労働者派遣に関する制度の概要」とは、労働者派遣制度の概要が分かればよいものですが、

派遣労働者の保護に関する規定については、労働契約申込みみなし制度の内容を含め説明する

ことが必要です。

説明の際は、例えば派遣元事業主で作成している既存の資料や、厚生労働省で作成している

派遣労働者向けのパンフレットを活用して説明して差し支えありません。

・ ④の「キャリアアップ措置」の内容は、教育訓練の内容や受講方法及びキャリアコンサルティングの

相談先や利用方法についての説明をいいます。
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① 労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込み

その他の当該労働者の待遇に関する事項

② 事業運営に関する事項

③ 労働者派遣に関する制度の概要

④ キャリアアップ措置の内容（令和３年１月改正）

説明すべき事項

待遇に関する事項等の説明は、書面の交付、ファクシミリ、電子メール又はその他の適切な方法により
行わなければなりません。ただし、①賃金の額の見込みを説明する場合には、書面の交付、ファクシミリ
又は電子メールにより行わなければなりません。



２ 派遣労働者として雇い入れようとするときの明示及び説明

派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、労働条件に関する

事項を明示するとともに、派遣労働者の待遇について措置を講ずべきこととされている事項に関し講ずる

こととしている措置の内容を説明しなければいけません。 （法第31条の2第2項）

派遣元事業主は、雇い入れ時に明示しなければならない上記の事項を事実と異なるものとしては
いけません。また、明示は文書の交付、ファクシミリを利用して送信又は電子メール等の送信により

行わなければなりません。

＊ あわせて、労働基準法第15条に基づく労働条件の明示も必要です。

① 昇給の有無

② 退職手当の有無

③ 賞与の有無

④ 協定対象者であるか否か

（協定対象派遣労働者である場合には、当該協定の有効期間の終期）

⑤ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

労働条件に関する事項の明示

① 派遣先均等・均衡方式により講じる措置の内容

② 労使協定方式により講じる措置の内容

③ 均衡待遇の対象となる労働者の賃金（※）について、職務の内容、職務の成果、

意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項のうち勘案した要素

（＊）職務の内容に密接に関連して支払われる賃金以外の賃金（例えば、通勤手当、家族手当、

住宅手当、別居手当、子女教育手当）を除きます。

不合理な待遇差を解消するために講ずる措置の説明

派遣労働者が、派遣元事業主が講じる措置の内容を理解できるよう、書面を活用し、口頭により
行うことが基本となります。説明に活用した書面を交付することが望まれます。

【留意事項】

・ 有期雇用派遣労働者については、労働契約の更新をもって雇い入れることとなるため、労働契約の

更新の都度、上記の労働条件に関する事項明示及び不合理な待遇差を解消するために講ずる措

置の説明が必要となります。

・ 上記事項の明示及び説明に当たっては、個々の派遣労働者ごとに行うほか、雇い入れ時の説明会

等において複数の派遣労働者に同時に説明を行う等の方法によっても差支えありません。

・ 無期雇用派遣労働者として雇い入れに際し、その時点では派遣先が決まっていない場合の労働

条件に関する事項の明示は、その時点で締結しようとしてる派遣契約に基づく明示をすることと

なります。また、この場合の不合理な待遇差を解消するために講ずる措置の説明は、待遇決定方法

に関する制度の説明で足りることとなります。
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３ 労働者派遣をしようとするときの明示及び説明

派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、労働条件に関する事項を明示すると

ともに、派遣労働者の待遇について措置を講ずべきこととされている事項に関し講ずることとしている措

置の内容を説明しなければいけません。 （法第31条の2第3項）

① 賃金（退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く。)の決定等に関する事項
② 休暇に関する事項
③ 昇給の有無
④ 退職手当の有無
⑤ 賞与の有無
⑥ 協定対象者であるか否か
（協定対象派遣労働者である場合には、当該協定の有効期間の終期）
＊【労使協定方式】の場合は、上記⑥のみ明示することが必要です。

労働条件に関する事項の明示

明示は、文書の交付、ファクシミリを利用して送信又は電子メール等の送信により行わなければなりま

せん。ただし、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめ上記の方法による明示が

できないときは、当該方法以外の方法によることができます。この場合において、 派遣労働者から請求

があったとき 又は 労働者派遣の期間が１週間を超えるときは、労働者派遣の開始後遅滞なく、

上記の方法により明示しなければなりません。

① 派遣先均等・均衡方式により講じる措置の内容

（協定対象派遣労働者については、業務の遂行に必要な能力を付与するために実施す

る教育訓練（法第40条第２項の教育訓練）と給食施設、休憩室及び更衣室（法第40

条第３項の福利厚生施設）に係るものに限る。）

② 均衡待遇の対象となる労働者の賃金（※）について、職務の内容、職務の成果、

意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項のうち勘案した要素

（＊）職務の内容に密接に関連して支払われる賃金以外の賃金（例えば、通勤手当、家族手当、

住宅手当、別居手当、子女教育手当）を除きます。

不合理な待遇差を解消するために講ずる措置の説明

派遣労働者が、派遣元事業主が講じる措置の内容を理解できるよう、書面を活用し、口頭により
行うことが基本となります。説明に活用した書面を交付することが望まれます。
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４ 派遣労働者から求めがあった場合の説明

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあったときは、比較対象労働者との間の待遇の

相違の内容及び理由並びに派遣労働者の待遇について措置を講ずべきこととされている事項に関し講ず

ることとしている措置の内容を説明しなければいけません。 （法第31条の2第4項）

また、派遣元事業主は、派遣労働者が説明を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをし

てはいけません。 （法第31条の2第5項）

説明する必要がある事項

＜待遇の相違の内容＞

次の①及び②の事項を説明しなければなりません。

① 派遣労働者及び比較対象労働者の待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項

の相違の有無

② 「派遣労働者及び比較対象労働者の待遇の個別具体的な内容」又は「派遣労働者及び

比較対象労働者の待遇に関する基準」

＜待遇の相違の理由＞

派遣労働者及び比較対象労働者の職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲その

他の事情のうち、待遇の性質及び待遇を行う目的に照らして適切と認められるものに基

づき、待遇の相違の理由を説明しなければなりません。

【派遣先均等・均衡方式】の場合

【労使協定方式】の場合

協定対象派遣労働者の賃金が、次の内容に基づき決定されていることについて説明しな

ければなりません。

① 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と

同等以上であるものとして労使協定に定めたもの

② 労使協定に定めた公正な評価

協定対象派遣労働者の待遇（賃金、法第40条第２項の教育訓練及び法第40条第３項の福

利厚生施設を除く。）が派遣元事業主に雇用される通常の労働者（派遣労働者を除く。）と

の間で不合理な相違がなく決定されていること等について、派遣先均等・均衡方式の場合の

説明の内容に準じて説明しなければなりません。

派遣労働者が、派遣元事業主が講じる措置の内容を理解できるよう、資料を活用し、口頭により行うこ

とが基本となります。
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その他説明が必要な事項

① 均衡待遇の対象となる労働者の賃金（※）について、職務の内容、職務の成果、意欲、

能力又は経験その他の就業の実態に関する事項のうち勘案した要素

（＊）職務の内容に密接に関連して支払われる賃金以外の賃金（例えば、通勤手当、家族手当、住宅手当、

別居手当、子女教育手当）を除きます。

② 就業規則の作成又は変更しようとするときの意見聴取の対象となった派遣労働者の選出

方法及び意見聴取をした内容



比較対象労働者 説明が必要な事項

①パート・有期雇用労働者 比較対象労働者と派遣先の通常の労働者の待遇との間

で均衡待遇が確保されている根拠

②新たに通常の労働者を雇い入れた

と仮定した場合における当該通常の

労働者

比較対象労働者と派遣先の通常の労働者の待遇との間

で適切な待遇が確保されている根拠

このため、派遣先は、派遣元事業主が上記の事項を派遣労働者に対して説明することができるよう、
法第40条第５項に基づき、派遣元事業主からの求めに応じ、上記の根拠について情報提供することが
求められます。

派遣労働者から求めがない場合における対応

派遣元事業主は、派遣労働者から求めがない場合でも、以下の事項に変更があったときには、派遣
労働者に対し、その内容を情報提供することが望ましいとされています。

（派遣元指針第2の9の（4））

・ 比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由

・ 派遣先均等・均衡方式又は労使協定方式により派遣労働者の待遇を決定するに当

たって考慮した事項

・ 均衡待遇の対象となる派遣労働者の賃金を決定するにあたって考慮した派遣労働者

の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項
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説明義務と派遣先による情報提供との関係

派遣元事業主は、派遣先から提供された比較対象労働者の待遇情報をもとに、待遇差の内容・理由につ

いて説明を行うことが基本となりますが、派遣労働者の理解を促進するためには、追加的な情報が必要となる

こともあります。

また、派遣元事業主が、派遣労働者の求めに応じて、比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理

由を説明する際、比較対象労働者が次の①又は②であるときは、それぞれ次の事項も説明することが求めら

れます。



７ 派遣就業の明示等について

１ 雇入れの場合

派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、労働者にその旨（紹
介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、その旨を含む。）を明示しなければなりま
せん。

（法第32条第1項）

２ 新たに派遣労働者とする場合

派遣元事業主は、既に雇い入れている労働者を新たに派遣労働者とする場合には、あらかじめ、その旨
（紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れる場合にあっては、その旨を含む。）を労働者に明示し、
その同意を得なければなりません。

（法第32条第2項）

派遣就業に関する同意書

令和 年 月 日以降、労働者派遣の対象者として就業することに同意します。

令和○○年○○月○○日

株式会社 △△△△ 殿

氏 名

派遣就業に関する同意書のモデル例
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！
この場合、当該労働者がその旨に同意しないときにおいて、当該労働者に対し解雇その他不利
益な取扱いをしてはなりません。



８ 就業条件の明示について

派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、その労働者派遣に係る派遣労働者に対し、
労働者派遣をする旨及びその派遣労働者に係る就業条件並びに派遣先の事業所単位の期間制限に抵触す
ることとなる最初の日及び派遣労働者個人単位の期間制限に抵触することとなる最初の日を明示しなければな
りません。

また、就業条件等の明示は、下記の明示すべき事項を書面、ファクシミリ又は電子メール等（ファクシ
ミリ又は電子メール等による場合は、当該派遣労働者が希望した場合に限る。）により個々の派遣労働

者に明示することが必要です。（下線箇所が令和２年４月新設）

１ 派遣労働者が従事する業務の内容

業務の内容に令第４条第1項各号に掲げる業務が含まれる時は、当該号番号を付してください。ただし、
日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかな場合は記載不要です。

２ 派遣労働者が従事する業務の伴う責任の程度

・ 責任の程度とは、従事する業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程度等のことを
いいます。

・ チームリーダー・副リーダー等の役職を有する者は、その具体的な役職を、役職を有さない者であれば
その旨を記載してください。

・ 派遣元事業主と派遣先との間で、従事する業務に伴う責任の程度について共通の認識を持つことがで
きるよう、より具体的に記載することが望まれます。

３ 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称、所在地
その他派遣就業の場所並びに組織単位

４ 派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項

５ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

６ 派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間

７ 安全及び衛生に関する事項

次の事項を記載してください。
（１）派遣労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項

例えば、危険有害業務に従事させる場合には、当該危険有害業務の内容、当該業務による危険又は
健康障害を防止する措置の内容等

（２）健康診断の実施等健康管理に関する事項
例えば、有害業務従事者に対する特別な健康診断が必要な業務に就かせる場合には、当該健康診断
の実施に関する事項等

（3） 換気、採光、照明等作業環境管理に関する事項
（4） 安全衛生教育に関する事項

例えば、派遣元及び派遣先で実施する安全衛生教育の内容等
（5） 免許の取得、技能講習の修了の有無等就業制限に関する事項

例えば、就業制限業務を行わせる場合には当該業務を行うための免許や技能講習の種類等
（6） 安全衛生管理体制に関する事項
（7） その他派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項

８ 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項

９ 派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の支払いに要する費用を確保
するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働
者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
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【例】Ⅰ 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
Ⅱ 労働契約の期間に関する事項
Ⅲ 試用期間に関する事項（※但し、紹介予定派遣により雇い入れた労働者について試用期間を設けることは望ましくない）

Ⅳ 就業の場所に関する事項
Ⅴ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
Ⅵ 賃金の額に関する事項
Ⅶ 健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者

災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項
Ⅷ 労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項

（3）紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受
けた者を雇用しなかった場合には、それぞれのその理由を、派遣労働者の求めに応じ、書面、
ファクシミリ又は電子メール等（ファクシミリ又は電子メール等の場合にあっては、当該派遣労働者
が希望した場合に限る）により、派遣労働者に対して明示する旨

（4）紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、
労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する場合はその旨

（5）労働者を派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨

11 派遣労働者個人単位の期間制限に抵触する最初の日
（期間制限のない労働者派遣に該当する場合はその旨）

12 派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する最初の日
（期間制限のない労働者派遣に該当する場合はその旨）

13 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項

14 派遣先が５の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は５の派遣就業
の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めを労働者派遣契約
において行った場合には、当該派遣就業をさせることができる日又は当該延長することがで
きる時間数

15 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項

派遣先の給食施設、休憩室及び更衣室以外にも利用できる施設等があれば記載する。

16 労働者派遣の役務の提供の終了後、当該労働者派遣に係る派遣労働者を派遣先が雇用する場
合に、その雇用意思を事前に派遣元事業主に示すこと、派遣元事業主が職業紹介を行うこと
が可能な場合は、職業紹介により紹介手数料を支払うことその他の労働者派遣の終了後に労
働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置

職業紹介により紹介手数料を払うこととは、派遣元事業主が職業安定法その他の法律の規定による
許可を受けて、又は届出をして職業紹介を行うことができる場合において、派遣先がその職業紹介に
より当該派遣労働者を雇用した場合に限られます。

17 健康保険被保険者資格取得届等の書類が行政機関に提出されていない場合は、その理由

18 期間制限のない労働者派遣に関する事項

・有期プロジェクトの業務については、該当する業務である旨
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10 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあっては、当該職業紹介により従事
すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項

（1） 紹介予定派遣である旨
（2） 紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に予定される労働条件等



派遣労働者に対する派遣料金の明示

派遣元事業主は、派遣労働者に対して、派遣料金の額を明示しなければなりません。
（法第34条の2)

１ 明示が必要な場合

（１） 派遣労働者を雇い入れようとする場合（労働契約を締結する場合）

（２） 労働者派遣をしようとする場合（実際に派遣する場合）

（３） 労働者派遣に関する料金の額の変更時

※ ただし、派遣元事業主が労働者派遣をしようとする場合における（２）の額が、当該労働者を派遣労働者
として雇い入れようとする場合に明示した（１）の額と同一である場合には、再度の明示を要しません。

２ 明示すべき労働者派遣に関する料金の額

（１） 当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額

（２）当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における労働者派遣に関する料金の額の平均額（１人あたり）

※明示する料金の額は、上記（１）、（２）のいずれかの額です。

！

！

労働者派遣に関する料金の額の明示は、書面の交付、ファクシミリを利用してする送信又は
電子メール等の送信により行わなければなりません。（口頭による明示は不可）

【留意事項】

・明示すべき労働者派遣に関する料金の額については、時間額、日額、月額、年額等は問いません

が、その料金額の単位（時間額、日額、月額、年額等）がわかるように明示する必要があります。

・当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における労働者派遣に関する料金の額の平均額とは、

具体的には事業所ごとの情報提供を行う場合に用いる前事業年度における派遣労働者一人一日

当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額をいいます。

・日数限定業務については、①日数限定業務に該当する旨②当該派遣先において該当する業務が1か月
間に行われる日数③当該派遣先の通常の労働者の1か月間の所定労働日数

・育児休業等の代替要員としての業務については、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並び
に当該休業の開始及び終了予定の日

・介護休業等の代替要員としての業務については、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並び
に当該休業の開始及び終了予定の日

19 派遣先が派遣先の事業所ごとの派遣期間の制限又は同一の派遣労働者に係る組織単位ごとの
派遣期間の制限に違反して労働者派遣の役務の提供を受けた場合には労働契約の申込みをし
たものとみなされることとなる旨
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派遣労働者の希望により電子メール等による就業条件の明示を行う場合は、受信者を特定して
情報を伝達すること、及び当該電子メール等の記録を紙により出力し、書面を作成することが
出来ることが前提となります。



就業条件明示書のモデル例
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　　　　　△△　△△ 殿
事業所　名称 株式会社　コンプライアンススタッフ

所在地 大分市○○町○丁目○番○○

使用者　職氏名 代表取締役　　○○　○○　

　次の条件で労働者派遣を行います。

業 務 内 容

業 務 の 内 容 に
伴 う 責 任 の 程 度

副リーダー(部下２名、リーダー不在の間における緊急対応が週１回程度）

株式会社　大分商事　(※原則、 雇用保険の適用事業所と同じ。）

〒870-0037　大分市東春日町17番20号　　TEL：097-535-＊＊＊＊

株式会社　大分商事　別府支店　　

〒874-0902　別府市青山町11-22　　　　  　TEL：0977-23-＊＊＊＊

組 織 単 位 販売促進部○○課　　

指 揮 命 令 者 （部署）販売促進部○○課　　（役職）○○係長　　（氏名）○○○○

令和　　7年　　　4月　　　1日　から　令和　　　8年　　　3月　　31日まで

派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する日　　 令和　　7年　10月　　1日
派遣労働者の個人単位の期間制限に抵触する日  令和　　8年　　4月　　1日
（※期間制限を受けない場合は、抵触する日は空欄にし、下記例のようにその理由を記載する。）

無期雇用派遣労働者のため、事業所単位・組織単位の期間制限の適用無し。

派 遣 就 業 日 休 日 土、日、祝日、8/13～8/15 、12/29～1/3

始 業 ・ 終 業 時 刻  8時30分　～　17時00分

休 憩 時 間 12時00分　～　13時00分　（60分）

安 全 及 び 衛 生

派遣元 （部署）派遣事業課　（役職）主任　（氏名）○○○○　（連絡先）TEL：097-538-＊＊＊＊

派遣先 （部署）販売促進部○○課　○○係　（役職）主任　（氏名）○○○○　（連絡先）TEL：0977-23-＊＊＊＊

苦 情 処 理 方 法
連 携 体 制 等

裏面に記載

派 遣 契 約 解 除
の 場 合 の 措 置

裏面に記載

紹 介 予 定 派 遣 に
関 す る 事 項

裏面に記載　（※紹介予定派遣の場合のみ記載する。）

派 遣 元 責 任 者 （役職）派遣事業課長　　（氏名）○○○○　　（連絡先）TEL：097-538-＊＊＊＊

派 遣 先 責 任 者 （役職）支店長　　（氏名）○○○○　　（連絡先）TEL：0977-23-＊＊＊＊

所 定 時 間 外 労 働

所 定 就 業 日 外 労 働

派遣先が派遣労働者を雇
用 す る 場 合 の
紛 争 防 止 措 置

理由

理由

理由

派 遣 料 金 　　　　　　　　15,000　円　 （時間額・日額・月額・年額・その他（　　　　　　　））

協定対象派遣労働者で
あ る か 否 か

当該協定の
有効期間の
終 期

備 考

☑　協定対象派遣労働者である
□　協定対象派遣労働者ではない

令和8年 3月31日

派遣可能期間の制限を受
けない業務に係る労働者
派 遣 に 関 す る 事 項

（※該当する場合のみ記載する。）
［育児休業等代替要員の業務］
1.休業する労働者の氏名：○○　○○
2.業務内容：○○
3.休業開始：○年○月○日　　終了予定日：○年○月○日

　　裏面に記載

健康保険被保 険者 資格
取得届等 の提 出が 無い
場 合 の 具 体 的 な 理 由
（ ※該当する場合のみ記載する。）

雇用保険 現在、必要書類の準備中であり、4月○日には届出予定。

健康保険 1週間の所定労働時間が25時間であるため。

厚生年金保険 1週間の所定労働時間が25時間であるため。

福 利 厚 生 施 設
の 利 用 等

制服の無償貸与有り、ロッカー及び福利厚生施設利用可能
（※法律上の記載事項ではないが、法３１条の２第３項の規定に基づき説明すべき事項とされているた
め、以下も記載することが望ましい。）
給食施設：利用可、休憩室：利用可、更衣室：無
派遣先の教育訓練：有　（6ヶ月に1回希望者に対し、接客訓練を実施）

 就業条件明示書

令和　 7年　 3月　15日

OA事務機操作、電話対応、来客対応及びその他一般事務
（※施行令第4条第1項各号の業務に該当する場合は当該号番号を記載する。）

派 遣 先 事 業 所 の
名 称 ・ 所 在 地

就 業 場 所

派 遣 期 間

　なお、派遣先の事業所における派遣可能期間の延長について、当該手続きを適正に行っていない場合
や派遣労働者個人単位の期間制限を超えて労働者派遣の役務の提供を受けた場合は、派遣先は労働契
約申し込みみなし制度の対象となる。

月　　～　　金　

派遣先及び派遣元事業主は、労働者派遣法第44条から第47条の4までの規定により課された各法令を
遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。
(※業務内容より、具体的な事項を定め、記載する。）

苦 情 の 申 出
を 受 け る 者

☑　有　(1日4時間、1カ月45時間、1年360時間の範囲内）　　　 　□　無

☑　有　(1か月2日以内）　　　　　　　　　　　 　　　　　    　 　□　無



就業条件明示書の裏面
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【苦情処理方法、連携体制等】

１．

２．

３．

【労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置】

【紹介予定派遣に関する事項】（※紹介予定派遣の場合のみ記載する。）

１． 派遣先が雇用する場合に予定される労働条件等

・契約期間：期間の定めなし

・業務内容：OA事務機操作、電話対応、来客対応及びその他一般事務

・試用期間に関する事項：なし

・就業場所：株式会社大分商事　別府支店（〒874-0902　別府市青山町11-22　℡0977-23-＊＊＊＊）

・始業・終業：8時30分 ～ 17時

・休憩時間：60分

・所定時間外労働：有（1日4時間、1か月45時間、1年360時間の範囲内）

・休日：毎週土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)、夏季休業(8月13日から8月15日)

・休暇：年次有給休暇：10日（6か月継続勤務後）　、　その他：有給（慶弔休暇）

・賃金：【基本賃金】　月給180,000～240,000円（毎月15日締切、毎月20日支払）

　 　　　【通勤手当】　通勤定期券代の実費相当（上限月額35,000円）

 　　  　【所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率】

　　　　　　　 　　　 所定時間外：法定超 25％、　休日：法定休日 35％、　深夜：25％

　　　 　【昇給】 有（0～3,000円／月）　【賞与】 有（年2回、計4か月分）

・社会保険の加入状況：厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険　有

・労働者を雇用しようとする者の名称：株式会社大分商事

２． その他

【派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置】

（※職業紹介事業許可のある事業主の場合は以下も記載する。）

　また、職業紹介を経由して行うこととし、規定の紹介手数料を支払うものとする.

派遣先の苦情処理申出先担当者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派遣
先責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について
必ず派遣労働者に通知することとする。

派遣元の苦情処理申出先担当者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派遣
元責任者が中心となって、誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果について
必ず派遣労働者に通知することとする。

派遣先及び派遣元事業主は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとと
もに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。

派遣元事業主は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって
労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該労働者派遣契約に係る派遣先と連携して、当該派遣先からその関
連会社での就業のあっせんを受けること、当該派遣元事業主において他の派遣先を確保すること等により、当該労働者
派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。

また、当該派遣元事業主は、当該労働者派遣契約の解除に当たって、新たな就業機会の確保ができない場合は、ま
ず休業等を行い、当該派遣労働者の雇用の維持を図るようにするとともに、休業手当の支払いの労働基準法等に基づく
責任を果たすこととする。

さらに、やむを得ない事由によりこれができない場合において、当該派遣労働者を解雇しようとするときであっても、労働
契約法の規定を遵守することはもとより、少なくとも30日前に予告することとし、30日前に予告しないときは労働基準法第
20条第1項に基づく解雇予告手当を支払うこと、休業させる場合には労働基準法第26条に基づく休業手当を支払うこと
等、雇用主に係る労働基準法等の責任を負うこととする。

・紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用しな
かった場合には、それぞれのその理由を、派遣労働者の求めに応じ、書面、ファクシミリ、又は電子メール等により明示
する。

・紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合に、年次有給休暇及び退職金の取扱について、労働者派遣の期間を勤
務時間に含めて算入する。

労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合には、その雇用意思を事前に派遣元
事業主に対して示すこと。



９ 派遣先への通知について

派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、派遣労働者の就業条件の内容の組合せごとに、その労働者
派遣に係る派遣労働者の氏名等を派遣先に通知しなければなりません。通知すべき事項は次のとおりです。

また、通知は原則として、あらかじめ、書面の交付若しくはファクシミリ又は電子メール等の送信により行う
ことが必要です。（下線箇所が令和２年４月新設）

１ 派遣労働者の氏名及び性別

派遣労働者年齢は、以下のように記入してください。

・60歳以上の者であるか否かの別

・派遣労働者が45歳以上の場合→「45歳以上」である旨

・18歳未満の場合→その実年齢（例：17歳） ※18歳以上の場合には、実年齢を記入しないでください。

通知をした後に当該事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を派遣先に通知しなければなりません。

２ 協定対象労働者であるか否かの別

通知をした後に当該事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を派遣先に通知しなければなりません。

３ 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者であるかの別

通知をした後に当該事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を派遣先に通知しなければなりません。

４ 派遣労働者に係る健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無

「無」の場合は、その具体的な理由を付記してください。

具体的な理由としては、

・「１週間の所定労働時間が20時間未満であるため」

・「１週間の所定労働時間が、通常の労働者の概ね４分の３未満であるため」

・「現在、必要書類の準備中であり、今月の○日には届出予定」 等

適用基準を満たしていない具体的理由又は手続きの具体的状況が明らかであることが必要です。

また、準備中の場合は、手続きが完了したときに、派遣先に対して提出が「有」となったことを連絡する

必要があります。

通知をした後に当該事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を派遣先に通知しなければなりません。

５ 派遣労働者の派遣就業の就業条件の内容が労働者派遣契約の就業条件の内容と異なる場合、
その派遣労働者の就業条件の内容

例えば、１日８時間の就業を２人で分担するような場合がこれにあたります。

通知すべき内容

派遣元事業主は、マイナポータル上の医療保険資格情報を保存したもの、資格確認書の写し、資格情報の

お知らせの写し、健康保険の加入者の氏名・保険者名・資格取得年月日の情報等の加入させていることが分

かる資料を派遣先に提示又は送付すること。提示又は送付する場合は、健康保険の保険者番号及び被保険

者等記号・番号を黒塗りした上で、原則として労働者本人の同意を得ること。同意が得られない場合、生年月

日、年齢等も黒塗りするとともに、確認後は派遣元に返却するよう派遣先に依頼する等配慮すること。

雇用保険・社会保険被保険者証等の提示
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派遣通知書のモデル例 派遣元事業主 → 派遣先

-29-

従事業務内容

　60歳以上 　60歳以上 　60歳以上 　60歳以上

　45歳以上60歳未満 　45歳以上60歳未満 　45歳以上60歳未満 　45歳以上60歳未満

　18歳未満（　　歳） 　18歳未満（　　歳） 　18歳未満（　　歳） 　18歳未満（　　歳）

  上記以外   上記以外   上記以外   上記以外

  無期雇用   無期雇用   無期雇用   無期雇用

  有期雇用   有期雇用   有期雇用   有期雇用

  対象者   対象者   対象者   対象者

　対象外 　対象外 　対象外 　対象外

【雇用保険】

資格取得届提出の有無 有 無 有 無 有 無 有 無

初回提示の有無 有 無 有 無 有 無 有 無

2回目以降変更の有無 有 無 有 無 有 無 有 無

【健康保険】

資格取得届提出の有無 有 無 有 無 有 無 有 無

初回提示の有無 有 無 有 無 有 無 有 無

2回目以降変更の有無 有 無 有 無 有 無 有 無

【厚生年金】

資格取得届提出の有無 有 無 有 無 有 無 有 無

初回提示の有無 有 無 有 無 有 無 有 無

2回目以降変更の有無 有 無 有 無 有 無 有 無

派遣労働者氏名

備　　考

雇用形態

労使協定

男性女性

○○　○○ ☆☆　☆☆

各種保険の被保険者資格取得届が「無」である理由

「無」の理由

健康保険・厚生年金保険  :  1週間の所定労働時間が25時間であるため。

                  加入次第、速やかに関係書類を添付して連絡いたします。☆☆☆☆

雇用保険  :  現在、必要書類の準備中であり、4月○日には届出予定。

令和 7年 3月 17日

派遣通知書

株式会社　大分商事　御中

株式会社　コンプライアンススタッフ

性別

年齢

ＯＡ事務機操作、電話応対、来客応対及びその他一般事務

派遣就業場所
別府市青山町１１－２２

氏　　名

株式会社　大分商事　別府支店

＜派遣先事業主＞

　　　　　＜派遣元事業主＞



離職後1年以内の人を元の勤務先に派遣することの禁止

派遣元事業主は、派遣先を離職した後1年を経過しない労働者を、派遣労働者として当該派遣先（元の

勤務先）へ労働者派遣を行ってはなりません。（元の勤務先が該当者を受け入れることも禁止されます。）

＊ ６０歳以上の定年退職者は禁止対象から除外
注）「定年退職者」には、継続雇用後に離職した者や継続雇用中の者も含まれます。

＊ 禁止対象となる勤務先の範囲は事業者単位となります。
＊ 労働者は正社員に限定されるものではなく、非正規労働者も含まれます。

（法第35条の5）(法第40条の9)

通知書のモデル例【上記禁止事項に抵触する場合】 派遣先 → 派遣元事業主

離職した労働者についての通知書

＜派遣元事業主＞ 殿

今般、貴社から通知を受けた下記の派遣労働者は当社の離職の日から１年経過しておらず、
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第４０条の９第２項
により、離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入の禁止に抵触することとなる
ことを通知します。

記

派遣労働者氏名 ○○ ○○

＜派遣先事業主＞
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10 管理台帳の作成について

派遣元管理台帳

派遣元事業主は、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項

を記載しなければなりません。 （赤字部分は、令和2年4月新設／緑字部分は、令和3年4月新設）

１ 派遣労働者の氏名

２ 協定対象派遣労働者であるか否かの別

３ 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別、有期雇用派遣労働者の場合は労働契約の期間

４ 60歳以上の者であるか否かの別

５ 派遣先の氏名（派遣先が個人の場合）または名称（派遣先が法人の場合）

６ 派遣先の事業所の名称

７ 派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所並びに組織単位

８ 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

９ 始業及び終業の時刻

10 従事する業務の種類（可能な限り詳細に記載する。）

・ 業務の内容に令第４条第1項各号に掲げる業務が含まれる時は当該号番号を付してください。ただし、日雇労働者に

係る労働者派遣が行われないことが明らかである場合は記載不要です。

11 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

・ 派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程度のことをいいます。

・ チームリーダー・副リーダー等の役職を有する派遣労働者であればその具体的な役職名を、役職を有さない者で

あればその旨を記載してください。

・ 派遣労働者の適正な雇用管理をおこなうため、より具体的に記載することが望まれます。

12 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

・ 苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況を、苦情の申出を受付け、処理に当たった都度

記載してください。

13 紹介予定派遣に係る派遣労働者の場合は、当該紹介予定派遣に関する事項

・ 紹介予定派遣である旨

・ 求人・求職の意思確認等の職業紹介の時期及び内容

・ 採否結果

・ 紹介予定派遣を受けた派遣先が、職業紹介を受けることを希望しなかった場合又は職業紹介を受けた者を雇用

しなかった場合に、 派遣先から明示された理由

14 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項

15 時間外、休日労働に関する事項

派遣元管理台帳の保存期間は、派遣終了した日から３年です。！
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16 期間制限のない労働者派遣に関する事項

・ 有期プロジェクトの業務については、該当する業務である旨

・ 日数限定業務については、①日数限定業務に該当する旨 ②当該派遣先において該当する業務が1か月間に

行われる日数 ③当該派遣先の通常の労働者の1か月間の所定労働日数

・ 育児休業等の代替要員としての業務については、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並び

に当該休業の開始及び終了予定の日

・ 介護休業等の代替要員としての業務については、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務並び

に当該休業の開始及び終了予定の日

17 派遣労働者に係る健康保険、厚生年金及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無

・ 「無」の場合は具体的な理由を付記し、手続終了後は「有」に書き換えてください。

18 段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時とその内容に関する事項

・ 法に規定する教育訓練（Ｏｆｆ－ＪＴ及び計画的なＯＪＴ）について記載してください。

19 キャリア・コンサルティングを行った日とその内容に関する事項

・ 法に規定するキャリア・コンサルティングについて記載してください。

20 雇用安定措置を講ずるに当たって聴取した希望の内容

・ 派遣労働者から聴取した日付、希望する措置の内容について記載してください。

21 雇用安定措置の内容

・ 派遣労働者に対して実施した措置の日付、内容とその結果について記載してください。

・ 派遣先に対して直接雇用の依頼を行った場合については、受け入れの可否についても記載してください。
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！

○ 派遣元管理台帳は、事業所ごとに作成しなければいけません。

○ 労働基準法に定める労働者名簿や賃金台帳とあわせて調製することができます。

○ 派遣元管理台帳の記載は、上記事項が確定する都度記載する必要があります。

（事項の内容により、記載時期は異なりますのでご留意ください。）

○ 派遣先からの派遣就業の実績通知を受けた場合に、当該派遣就業の実績があらかじめ

予定していた就業の時間等と異なる時は、当該通知を受けた都度当該異なった派遣就業

の実績内容を記載しなければいけません。



派遣元管理台帳のモデル例
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派 遣 労 働 者 氏 名

労 使 協 定 対 象 者 で

あ る か 否 か の 別

有 期 ・ 無 期 の 別

60 歳 以 上 で あ る か

否 か の 別

派 遣 先 の 氏 名 又 は 名 称

派 遣 先 事 業 所 の

名 称 ・ 所 在 地

派 遣 就 業 場 所

組 織 単 位

業 務 の 種 類

業 務 に 伴 う 責 任 の 程 度

派 遣 元 責 任 者

派 遣 先 責 任 者

派 遣 就 業 の 期 間

派 遣 就 業 日 月　　～　　金　 休　　　　日 土、日、祝日、8/13～8/15 、12/29～1/3

始 業 ・ 終 業 時 刻

休 憩 時 間

所 定 時 間 外 労 働

所 定 就 業 日 外 労 働

雇  用  保  険 有　　・　　無

健　康　保　険 有　　・　　無

厚生年金保険 有　　・　　無

紹 介 予 定 派 遣 に

関 す る 事 項

就 業 状 況

令和 7年 4月20日

令和  年   月   日

令和 7年 6月 1日

令和  年  月   日

希 望 す る

雇 用 安 定 措 置 の 内 容
令和○年○月○日

派遣可能期間の制限を受け

ない業務に係る労働者派遣

に 関 す る 事 項

（※該当する場合のみ記載する。）
［育児休業等代替要員の業務］

1.休業する労働者の氏名：○○　○○

2.業務内容：○○

3.休業開始：○年○月○日　　終了予定日：○年○月○日

苦 情 に 関 す る 事 項

派遣先において社員食堂の利用に関して便宜が図られていないとの苦情。法の趣旨を説明し、以後、派遣先の他の労働

者と同様に、派遣先の施設を利用できるよう申入れ。

３　期間を定めない雇用の機会の確保

４　その他

令和○年○月○日文書により依頼。

令和○年○月○日回答。　受入可（雇用形態：正社員）

省略

省略

省略

２　他の派遣先の紹介

１　派遣先への直接雇用の依頼

教 育 訓 練 の 日 時

及 び 内 容

キャリア・コンサルティングの

実 施 日 及 び 内 容

派遣先への直接雇用の依頼を希望（雇用形態：正社員）

　キャリアコンサルタントによる能力の棚卸の実施。

令和 7年 4月 3日○○時   ～○○時

令和  年   月  日○○時   ～○○時

入職時研修（＊＊＊＊＊）

12時00分　～　13時00分　（60分）（※法律上の記載事項ではないが、実績との比較が必要となるため、雇用管理上記載することが望ましい。）

☑　有　(1日4時間、1カ月45時間、1年360時間の範囲内）　　　 　□　無

販売促進部○○課

別紙タイムシートのとおり

労 働 ・ 社 会 保 険 被 保 険 者

資 格 取 得 届 の 提 出

現在、必要書類の準備中であり、4月○日には届出予定。→4月○日手続完了。

1週間の所定労働時間が25時間であるため。

1週間の所定労働時間が25時間であるため。

（※紹介予定派遣の場合は、下記の該当項目を記載する。）
１．紹介予定派遣である旨（例：紹介予定派遣に該当）

２．求人・求職の意思確認等の職業紹介の時期及び内容（例：令和○年○月○日に口頭で求人・求職の意思を確認。同日職業紹

介。採用後の労働条件は令和○年○月○日付けの労働者派遣契約締結時に定めた内容から変更なし。）

３．採否結果（例：不採用）

４．職業紹介を受けることを希望しなかった理由（例：経験年数を基準に、紹介予定派遣として受け入れたが、当社が希望する基準

（能力等）に達していなかった。）

５．職業紹介を受けたが雇用しなかった理由（例：労働条件関係（賃金）で、本人と調整がつかなかった。）

雇 用 安 定 措 置 と し て

講 ず る 内 容

株式会社　大分商事　（※個人の場合は氏名,法人の場合は名称を記載する。）

派遣元管理台帳
△△　△△

☑ 対象（労使協定方式）　　／　　　□ 対象外（派遣先均等・均衡方式）

☑ 有期　（労働契約期間　令和  7年　4月　1日～令和  8年　3月31日）　　　　／　　　□ 無期

□ 60歳以上　　　／　　　　☑ 60歳未満

☑　有　(1か月2日以内）　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　    　 　□　無

株式会社　大分商事　(※原則、雇用保険の適用事業所と同じ。）
〒870-0037　大分市東春日町17番20号　　TEL：097-535-＊＊＊＊

株式会社　大分商事　別府支店

〒874-0902　別府市青山町11-22　　　　  　TEL：0977-23-＊＊＊＊

OA事務機操作、電話対応、来客対応及びその他一般事務

（※施行令第4条第1項各号の業務に該当する場合は当該号番号を記載する。）

副リーダー(部下２名、リーダー不在の間における緊急対応が週１回程度）

（役職）派遣事業課長　　（氏名）○○○○　　（連絡先）TEL：097-538-＊＊＊＊

（役職）支店長　　（氏名）○○○○　　（連絡先）TEL：0977-23-＊＊＊＊

　　令和　　7年　　4月　　1日 　～ 　令和　　8年　　3月　31日

 8時30分　～　17時00分



派遣先管理台帳

派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣
労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければなりません。(下線箇所が令和２年４月新設)

１ 派遣労働者の氏名

２ 派遣元事業主の氏名(派遣元が個人の場合)又は名称(派遣元が法人の場合)

３ 派遣元事業主の事業所の名称

４ 派遣元事業主の事業所の所在地

５ 協定対象労働者か否かの別

６ 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別

７ 派遣就業をした日（実際に就業した日の実績を記載する。）

８ 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻、並びに休憩した時間

（実際の始業、終業時刻、休憩時間）

９ 従事した業務の種類（可能な限り詳細に記載する。）

業務の内容に令第４条第1項各号に掲げる業務が含まれる時は当該号番号を付してください。ただし、

日雇労働者に係る労働者派遣が行われないことが明らかな場合は記載不要です。

10 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

・ 派遣労働者が従事する業務に伴って行使するものとして付与されている権限の範囲・程度のことをいいます。
・ チームリーダー・副リーダー等の役職を有する派遣労働者であればその具体的な役職名を、役職を有さない

者で あればその旨を記載してください。
・ 派遣労働者の適正な雇用管理をおこなうため、より具体的に記載することが望まれます。

11 労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位

12 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

（苦情の申出を受けた年月日、苦情の内容及び苦情の処理状況を、苦情の申出を受付け、処理に当たった都度

記載する。）

13 紹介予定派遣の場合は紹介予定派遣に関する事項

14 教育訓練を行った日時及び内容

15 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項

16 派遣受入期間に制限のない業務に関する事項

・満60歳以上の者か否か

・有期プロジェクトの業務については、該当する業務である旨

・日数限定業務については、①該当する旨②当該派遣先において該当する業務が1か月間に行われる

日数③当該派遣先の通常の労働者の1か月間の所定労働日数

・育児休業等の代替要員としての業務については、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務

並びに当該休業の開始及び終了予定の日

・介護休業等の代替要員としての業務については、派遣先において休業する労働者の氏名及び業務

並びに当該休業の開始及び終了予定の日

17 派遣労働者に係る健康保険、厚生年金及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無

（「無」の場合は具体的な理由を付記。手続終了後は「有」に書き換える。）

※以下の項目は、派遣先から派遣元事業主に対して、1か月ごとに１回以上、通知が必要な項目です。
（下線箇所は新たに通知が求められる項目）

１ 派遣労働者の氏名
７ 派遣就業をした日
８ 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻、並びに休憩した時間
９ 従事した業務の種類

10 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
１１ 派遣就業した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位

！ 派遣先管理台帳の保存期間は、派遣終了した日から３年です。
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派遣先管理台帳のモデル例
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派 遣 労 働 者 氏 名

労 使 協 定 対 象 者 で
あ る か 否 か の 別

有 期 ・ 無 期 の 別

60 歳 以 上 で あ る か
否 か の 別

派 遣 元 事 業 主 名 称

派 遣 元 事 業 所 の
名 称 ・ 所 在 地

派 遣 先 事 業 所 の

名 称 ・ 所 在 地

就 業 場 所

組 織 単 位

業 務 の 種 類

業 務 に 伴 う 責 任 の 程 度

派 遣 元 責 任 者

派 遣 先 責 任 者

派 遣 就 業 の 期 間

就 業 状 況

令和 7年 5月 3日

令和   年  月  日

雇  用  保  険 有　　・　　無

健　康　保　険 有　　・　　無

厚生年金保険 有　　・　　無

紹 介 予 定 派 遣 に
関 す る 事 項

支店長　○○○○　　　　　　 　　TEL：0977-23-＊＊＊＊

株式会社　大分商事　別府支店

〒874-0902　別府市青山町11-22　　　　  　TEL：0977-23-＊＊＊＊

（※紹介予定派遣の場合は、下記の該当項目を記載する。）
１．紹介予定派遣である旨（例：紹介予定派遣に該当）
２．派遣労働者を特定することを目的とする行為を行った場合には、当該行為の内容及び複数人から派遣労働者の特

定を行った場合には当該特定の基準（例：業務の経験年数（５年以上）を基準とした）
３．採否結果（例：不採用）
４．職業紹介を受けることを希望しなかった理由（例：経験年数を基準に、紹介予定派遣として受け入れたが、当社が

希望する基準（能力等）に達していなかった。）
５．職業紹介を受けたが雇用しなかった理由（例：労働条件関係（賃金）で、本人と調整がつかなかった。）

苦 情 に 関 す る 事 項

同一の部署内の男性労働者が、顔を合わせると必ず容姿や身体に関して言及するとの苦情。当該部署内

にセクシュアルハラスメント防止に関する啓発用資料を配布するとともに、説明を行ったところ、以後、その

ような不適切な発言はなくなった。

労 働 ・ 社 会 保 険 被 保 険 者

資 格 取 得 届 の 提 出

現在、必要書類の準備中であり、4月○日には届出予定。→4月○日
手続完了を確認。

1週間の所定労働時間が25時間であるため。

1週間の所定労働時間が25時間であるため。

教 育 訓 練 の 日 時
及 び 内 容

令和 7年 4月10日　○○時   ～　○○時

令和   年   月  日　○○時   ～　○○時

社内で通常使用するPC等を利用しての基礎的訓練の実施

　　令和　7年　4月　1日 ～ 令和　8年　3月　31日
（※法律上の記載事項ではないが、台帳管理上記載することが望ましい。）

派遣可能期間の制限を受け
ない業務に係る労働者派遣
に 関 す る 事 項

［育児休業等代替要員の業務］

1.休業する労働者の氏名：○○　○○
2.業務内容：○○

3.休業開始：○年○月○日　　終了予定日：○年○月○日

販売促進部○○課

別紙タイムシートのとおり

株式会社　コンプライアンススタッフ

派遣先管理台帳

△△　△△

☑ 対象（労使協定方式）　　／　　　□ 対象外（派遣先均等・均衡方式）

☑ 有期　　　／　　　□ 無期

□ 60歳以上　　　／　　　　☑ 60歳未満

株式会社　コンプライアンススタッフ
〒870-0037　大分市○○町○丁目○番○○　　TEL：097-538-＊＊＊＊

株式会社　大分商事

〒870-0037　大分市東春日町17番20号　　TEL：097-535-＊＊＊＊

OA事務機操作、電話対応、来客対応及びその他一般事務

（※施行令第4条第1項各号の業務に該当する場合は当該号番号を記載する。）

副リーダー(部下２名、リーダー不在の間における緊急対応が週１回程度）

派遣事業課長　○○○○　　　　TEL：097-538-＊＊＊＊



タイムシートのモデル例
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△△　△△

名称 株式会社　大分商事

所在地 〒870-0037　大分市東春日町17番20号　　TEL：097-535-＊＊＊＊

名称 株式会社　大分商事　別府支店　　　

所在地 〒874-0902　別府市青山町11-22　　　　  　TEL：0977-23-＊＊＊＊

OA事務機操作、電話対応、来客対応及びその他一般事務

副リーダー(部下２名、リーダー不在の間における緊急対応が週１回程度）

開始時間 終了時間 休憩時間

1 火 ８：３０ １８：０２ ６０分

2 水 ８：３０ １７：００ ６０分

3 木 ８：３０ １７：００ ６０分

4 金 ８：３０ １９：０１ ６０分

5 土

6 日

7 月 ８：３０ １７：００ ６０分

8 火 ８：３０ １７：００ ６０分

9 水 ８：３０ １８：００ ６０分

10 木 ８：３０ １７：００ ６０分

11 金 ８：３０ １７：００ ６０分

12 土

13 日

14 月 ８：３０ １７：００ ６０分

15 火 ８：３０ １７：００ ６０分

16 水 ８：３０ １８：０１ ６０分

17 木 ８：３０ １７：００ ６０分

18 金 ８：３０ １７：００ ６０分

19 土

20 日

21 月 ８：３０ １７：００ ６０分

22 火 ８：３０ １７：００ ６０分

23 水 ８：３０ １８：００ ６０分

24 木 ８：３０ １７：００ ６０分

25 金 ８：３０ １７：００ ６０分

26 土

27 日

28 月 ８：３０ １７：００ ６０分

29 火

30 水 ８：３０ １８：００ ６０分

R0604

日付 曜日
※実際の時間を記入してください。

販売促進部○○課　　

 変更した就業場所、業務内容、業務に伴う責任

　※変更があれば正しく記入してください。

令和 7年 4月分

株式会社　コンプライアンススタッフ　御中

従事した業務の種類

業務に伴う責任の程度

　　　　　　　　　　株式会社大分商事

タイムシート（就業状況報告書）

派遣労働者氏名

派遣就業した事業所の

派遣就業した場所

組織単位



11 電磁的記録による書類の作成と保存について

労働者派遣事業において、電磁的記録による書面の作成及び保存が認められている書類は、以下のとおり

です。 【厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業所等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利

用に関する省令（平成17年厚生労働省令第44号）】

労働者派遣契約（令和3年1月改正） （※１）

！

作成の方法

電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調整する方法により

作成しなければいけません。

保存の方法

電磁的記録により書面の保存を行う場合は、次のいずれかの方法によって行わなければいけません。

① 作成された電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって

調整するファイルに保存する方法

② 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読み取って

できた電磁的記録を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調整する

ファイルにより保存する方法

○ 必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした

形式で使用にかかる電位計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できるようにしな

ければいけません。

○ 電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中における当該事項の改変又は

消去の事実の有無及びその内容を確認することができることが必要です。

○ 電磁的記録の作成にかかる責任者の所在を明らかにしなければいけません。

○ 電磁的記録に記録された事項について、保存すべき期間中において復元可能な状態で

保存しなければいけません。
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※１ 労働者派遣契約書（個別契約書）の電磁的記録による保存は、電子帳簿保存法等の規定による
※２ 労働者派遣法施行規則第３３条の３第３項及び第３３条の４第２項の規定による書面

作成が認められている書面

① 派遣元管理台帳

② 派遣先管理台帳

③ 派遣可能期間延長に係る意見聴取書面 （※２）

法第３０条の４による協定書

作成及び保存が認められている書面

保存が認められている書面



1２ 派遣受入期間の延長(派遣先）について

派遣先は、事業所ごとの業務について、派遣元事業主から３年を超える期間継続して労働者派遣を受けよう
とするときは、あらかじめ、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者（以下、「過半数労働組合
等」という。）に対して意見を聴かなければなりません。

異 議

過半数
労働組合

派遣先

派遣元

2年11か月 ３年抵触日

①意見聴取

通知書面 データ提供

③異議があった
場合、対応方
針等の説明

3年以内で
派遣可能期間を延長

②意見書

④抵触日の
変更通知

事業所の労働者へ周知し、
抵触日から3年間保存

この手続きにより、3年以内の期間で派遣可能期間を延長でき、延長した期間が経過する場合にこれを
更に延長するときも同様の手続きにより延長することができます。

※ 過半数組労働組合等の意見を聴くことで派遣可能期間を延長できるとする趣旨は、派遣労働者の
受入を一律に制限するのではなく、現場の実状等をよく把握している労使の判断に委ねることにする
点にあります。

☆ 労働者の過半数を代表する者を選出する場合、
① 労働基準法第４１条第２号に規定する管理監督者でないこと
② 派遣可能期間の延長に係る意見を聴取される者を選出することを明らかにして実施される投票、

挙手等の方法による手続により選出された者であって、派遣先の意向に基づき選出されたもの
でないこと

のいずれにも該当することが必要です。

☆ 派遣先は、過半数代表者が意見の聴取に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を
行わなければいけません。

☆ 派遣先は、事業所ごとに、労働者派遣の役務の提供が開始された日から事業所単位の期間制限の
抵触日の一月前の日までの間（意見聴取期間）に手続を行わなければなりません。

意見聴取の流れ
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意見聴取のモデル例【過半数労働組合への通知】

＊年＊月＊日

〇〇商事労働組合委員長（労働者代表者） 殿

株式会社〇〇商事 大分支店

支店長 〇〇〇〇

派遣可能期間の延長についての意見聴取に係る通知書

当事業所においては、現在派遣労働者を受け入れているところですが、派遣可能期間を延長して労働者派遣の役務の

提供を受けることについて、労働者派遣法第40条の2第4項の規定に基づき貴組合(貴代表者）から意見を求めますので、

＊年＊月＊日までにご回答ください。

なお、期限までに回答がない場合は、意見がないものとみなし、事業所単位での下記２のとおり延長されたものとさせて

いただきます。

記

１ 派遣労働の役務の提供を受ける事業所 株式会社〇○商事 大分支店

２ 延長しようとする派遣期間 ＊年＊月＊日～＊年＊月＊日

３ 参考資料 派遣労働者数及び期間を定めないで雇用する労働者（正社員）数の推移に関する資料

意見聴取内容の保存と周知

派遣先は、

① 意見を聴いた過半数労働組合の名称又は過半数代表者の氏名

② 過半数労働組合等への通知事項及び通知日

③ 過半数労働組合等から意見を聴いた日及び当該意見の内容

④ 意見を聴いて、延長しようとする派遣可能期間を変更したときは、その変更した派遣可能期間

を書面に記載し、事業所単位の期間制限の抵触日から３年間保存しなければなりません。
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☆ 意見聴取の際、派遣先は、過半数労働組合等に、
① 労働者派遣を受け入れようとする事業所その他派遣就業の場所
② 延長しようとする派遣期間
を書面により通知しなければなりません。

☆ 意見聴取にあたっては、通知から意見を聴くまでに十分な考慮期間を設けてください。



労働者への周知は、次のいずれかの方法により実施してください。
① 常時各作業場の見やすい場所へ提示し、又は備え付けること。
② 書面を労働者に交付すること。
③ 電子計算機に備えられたファイル、磁気ディスクその他これらに準じる物に記録し、かつ、各作業場に

労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

過半数労働組合等からの異議

派遣先は、派遣可能期間の延長について意見を聴かれた過半数労働組合等が異議（派遣可能期間

を延長することに反対する旨の意見のみならず、延長する期間を短縮する旨の意見や、例えば今回限

り延長を認めるといった条件付き賛成の旨の意見も含まれます。）を述べたときは、事業所単位の期間

制限の抵触日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、

① 延長しようとする期間及びその理由

② 過半数労働組合の異議（常用代替に関する意見に限る。）への対応に関する方針

を説明しなければなりません。

-40-

派遣受入期間を変更した場合の周知モデル例

派遣受入期間を設定するにあたり、＊年＊月＊日、〇〇商事労働組合委員長（労働者代表者）○○○○に対し

て、以下の通り意見聴取を行った。

記

１ 通知事項

（１）派遣を受けようとする事業所 株式会社〇○商事 大分支店

（２）派遣受入期間（延長期間） ＊年＊月＊日～＊年＊月＊日

２ 通 知 日 ＊年＊月＊日

３ 意見内容 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

（または別紙回答書のとおり）

４ 当職から説明した内容 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

５ 意見を受けて変更した派遣受入期間 ＊年＊月＊日～＊年＊月＊日

＊年＊月＊日

支店長 〇〇〇〇



！

派遣を受け入れる前に意見聴取をすることや、複数回分の意見聴取をまとめて一度の意見聴
取で３年を超える期間延長することはできません。

派遣先は派遣可能期間を延長しようとする場合の過半数労働組合等からの意見の聴取及び
過半数労働組合等が異議を述べた場合の当該過半数労働組合等に対する派遣可能期間の
延長の理由等の説明を行うにあたっては、誠実にこれらを行うよう努めなければなりません。

派遣先は、過半数代表者が意見聴取に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な
配慮を行わなければなりません。

→この「必要な配慮」には、例えば、過半数代表者が労働者の意見集約等を行うに当たって
必要となる事務機器（イントラネットや社内メールを含む。）や事務スペースの提供を行う
ことが含まれます。

過半数労働組合等から異議が提示された場合の対応モデル例

＊年＊月＊日

〇〇商事労働組合委員長（労働者代表者） 殿

株式会社〇〇商事 大分支店

支店長 〇〇〇〇

派遣労働者の受入れについて

標記については、先般貴組合（貴殿）から派遣受入期間の短縮を求める意見が提出されましたが、

当社としては意見を踏まえ、以下のとおり対応しますのでご了知願います。

記

１ 延長期間及び理由 ＊年＊月＊日～＊年＊月＊日（○○○○○○○○のため）

２ 異議への対応 ○○○○○○○○とする

派遣先は、過半数労働組合等から、労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間が適当でない旨の

意見を受けた場合には、当該意見に対する派遣先の考え方を過半数労働組合等に説明すること、当該

意見を勘案して労働者派遣の役務の提供を受けようとする期間について再検討を加えること等により、過

半数労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めてください。
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13 マージン率等の情報提供について

（法第23条第5項)

１ 情報提供すべき事項

（１） 派遣労働者の数

（２） 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数

（３） 労働者派遣に関する料金の額の平均額

（４） 派遣労働者の賃金の額の平均額

（５） 労働者派遣に関する料金の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を

当該労働者派遣に関する料金の平均額で除して得た割合（マージン率）

（６） 法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別

（７） 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項

（８） その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項

２ 情報提供の方法等 （緑字部分が、令和3年4月改正）

（１） 情報提供の方法は、インターネットの利用その他の適切な方法により行ってください。

（２）マージン率の算定は事業所単位が基本ですが、当該事業所が労働者派遣事業を行う他の事業所と

一体的な経営を行っている場合には、その範囲内で算定することを妨げるものではありません。

マージン率 ＝
派遣料金の平均額 － 派遣労働者の賃金の平均額

派遣料金の平均額

【留意事項】

○ 情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により広く関係者、とりわけ派遣労働者に

必要な情報を提供することが原則です。(派遣元指針１６）

○ 「その他の適切な方法」としては、事業所への書類の備え付けやパンフレットの作成、人材サー

ビス総合サイトの活用等が考えられますが、情報提供の趣旨に鑑みて適切な方法によることが

必要です。なお、インターネットの利用が原則ですので、自社でホームページを有していない

場合等については、人材サービス総合サイトを積極的に活用することが求められます。

○ 情報提供は、少なくとも、毎事業年度終了後可能な限り速やかに前年度分の実績を公表する

ことが必要です。
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人材サービス総合サイトとは・・・

労働者派遣事業・職業紹介事業の許可・届出事業者の一覧をはじめ、労働者派遣
事業・職業紹介事業等の制度の周知や最新情報の提供を行っている厚生労働省運
営のサイトです。
https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010

https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010


情報提供のモデル例
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※ 原則として、インターネットの利用による情報提供が必要です。

※ 下記の情報（⑥を除く）は少なくとも毎事業年度終了後可能な限り速やかに前年度分の実績を公表することが必要です。

キャリア・コンサルティング相談窓口及び連絡先　相談窓口　○○ ○○　電話番号　０９７－○○○○-○○○○

【例】　資格取得支援制度あり

事業所名　株式会社　コンプライアンススタッフ
許可番号　派４４－○○○○○○

⑧　その他の労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項（福利厚生など）

〈入社時等基礎的訓練〉
ビジネスマナー研修

〈職能別訓練〉
OA機器操作研修

〈階層別訓練〉
リーダー研修

有給

派遣中

入社○年目

ＯＪＴ 無償 有給

ＯＦＦ－ＪＴ 無償 有給

雇入時 ＯＦＦ－ＪＴ 無償

マージン率等の情報提供について

対象者となる派遣労働者
雇入時・派遣中・入社○年目等

マージン率 ＝

　　　　　　１０，７４０円（８時間　全業務平均）

　前事業年度における派遣元事業所ごとの派遣労働者１人１日

　　　　　　（８時間）当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額

　　前事業年度における派遣元事業所ごとの派遣労働者１人１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８時間）当たりの賃金の額の平均額

前事業年度における派遣元事業所ごとの派遣労働者１人１日

　　　　　　（８時間）当たりの労働者派遣に関する料金の額の平均額

－

訓練種別

　　　　　　当該労使協定の有効期間の終期　　　　　　　　 　（　令和　　８年　　３月　３１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□　締結していない

訓練費用負担額
無償・有償

賃金支給
有給・無給

訓練内容　（注）キャリアアップに資する教育訓練に関する計画内容を示すこと。

⑦　派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項

訓練方法
ＯＪＴ・ＯＦＦ－ＪＴ

①　令和７年６月１日付け　派遣労働者数　

②　令和６年度　派遣先事業所数（実数）　　

④　令和６年度派遣労働者の賃金の額の平均額　　

　　　　８人　

　　　　４事業所

　　　　１５，０００円（８時間　全業務平均）

③　令和６年度労働者派遣に関する料金の額の平均額　　

⑤　令和６年度マージン率

⑥　労働者派遣法第３０条の４第１項の労使協定を締結しているか否かの別等

　　　　　　当該労使協定の対象となる派遣労働者の範囲　（　ソフトウェア作成の業務に従事する従業員　）

　労働者派遣法第３０条の４第１項の労使協定を

　　　　２８.４％

　☑　締結している

※百分率（％）表記にした場合に、小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入すること。
※また、マージン率に含めている教育訓練に要する経費、福利厚生費、社会保険料等の事項についても示すなど、派遣労働者が
  自社のマージン率について理解しやすくすることが望ましい。



14 キャリアアップ措置について

派遣元事業主は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、

○段階的かつ体系的な教育訓練

○希望者に対するキャリア・コンサルティング

を実施する義務があります。

段階的かつ体系的な教育訓練

段階的かつ体系的な教育訓練は、キャリア形成支援制度として策定した教育訓練計画に基づいて

行います。なお、訓練計画は下記の１①～④の全てを満たす必要があります。

【 キャリア形成支援制度】

１ 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を定めて

いること。

≪教育訓練計画の内容≫

①派遣元事業主に雇用されている派遣労働者全員を対象とするものであること

② 有給かつ無償で実施されるものであること（４の時間数に留意）

③ 派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること

（キャリアアップに資すると考える理由については、提出する計画書(様式第3号－2）に記載が必要）

④ 入職時の訓練が含まれたものであること

⑤ 無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容のものであること

２ キャリアコンサルティングの相談窓口を設置していること。

３ キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続が規定されていること。

４教育訓練の時期・頻度・時間数等

① 派遣労働者全員に対して入職時の教育訓練は必須であること。キャリアの節目などの一定の期間ごと

にキャリアパスに応じた研修等が用意されていること。

② 実施時間数については、フルタイムで１年以上の雇用見込みの派遣労働者一人当たり、毎年概ね８時

間以上の教育訓練の機会を提供すること。

③ 派遣元事業主は上記の教育訓練計画の実施に当たって、教育訓練を適切に受講できるように就業時

間等に配慮しなければならない。

５ 教育訓練計画の周知等

① 派遣労働者のキャリアアップ措置に関する実施状況等、教育訓練等の情報を管理した資料を労働契

約終了後3年間は保存していること。

！
登録型派遣や日雇派遣の場合などでも、段階的かつ体系的な教育訓練、希望者に対する
キャリア・コンサルティングは、労働契約が締結された状況で実施する必要があります。
（必要に応じ、労働契約の締結・延長等の措置を講じることとなります。）
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教育訓練の実施に当たって留意すべき事項

実効性のある教育訓練の実施

派遣元事業主は、個々の派遣労働者について適切なキャリアアップ計画を派遣労働者との相談に基づいて
策定し、派遣労働者の意向に沿った実効性ある教育訓練を実施することが望まれます。

受講機会の確保

派遣元事業主は、特に教育訓練計画の策定に当たっては、複数の受講機会を設け、又は開催日時や時間
に配慮する等により、可能な限り派遣労働者が受講しやすいものとすることが望ましい。

訓練費用

段階的かつ体系的な教育訓練は、必ず有給・無償のものでなければなりません。また、その費用を派遣料
金の引上げではなく派遣労働者の賃金の削減によって補うことは、望ましくありません。

交通費

段階的かつ体系的な教育訓練を受けるためにかかる交通費が、派遣先との間の交通費よりも高くなる場合
には、派遣元事業主がこれを負担すべきものです。

教育訓練内容の周知

派遣元事業主は、段階的かつ体系的な教育訓練として実施する内容について、派遣労働者等に周知する
よう努めなければなりません。特に、インターネット等により関係者に対して情報提供することが望まれます。

派遣元管理台帳への記載

派遣元事業主は、雇用する派遣労働者に対して実施した段階的かつ体系的な教育訓練の日時と内容を、
派遣元管理台帳に記載しなければなりません。

更なる教育訓練の実施

派遣元事業主は、雇用する派遣労働者のキャリアアップを図るため、実施を義務付けられた段階的かつ体
系的な教育訓練に加えて、更なる教育訓練を自主的に実施し、その訓練についての派遣労働者の費用負担
を実費程度にすることで、受講しやすいものとすることが望まれます。なお、これらの教育訓練が、実質的に派
遣労働者の参加が強制されるものである場合、派遣労働者がこれらの教育訓練に参加した時間は、労働時
間として計算し、有給とする必要があります。

派遣先の協力

派遣先は、派遣先の労働者に実施している教育訓練がある場合は、これらの者と同種の業務に従事する派
遣労働者に対しても、派遣元事業主の求めに応じ、当該訓練を実施する等必要な措置を講じなければいけま
せん。

キャリアコンサルティング

キャリア形成支援制度として設置する相談窓口の担当者は、資格が必要なものではありませんが、キャリ

ア・コンサルティングの知見を有することが求められます。

派遣労働者の意向に沿ったキャリア・コンサルティングが実施されることが必要です。
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15 雇用安定措置について

派遣元事業主は、同一の組織単位に継続して１年以上派遣される見込みがあるなど一定の場合に、派遣
労働者の派遣終了後の雇用を継続させるための措置（雇用安定措置）を講じることが必要です。

（法第30条／法第30条第2項）

雇用安定措置とは

① 派遣先への直接雇用の依頼

② 新たな派遣先の提供（合理的なものに限る）

③ 派遣元事業主による無期雇用

④ その他雇用の安定を図るために必要な措置

雇用安定措置の対象者

雇用安定措置の対象者 派遣元事業主の責務の内容

１．同一の組織単位に継続して３年間派遣される見込
みがある方（※1）

①～④のいずれかの措置を講じる義務（※3）

２．同一の組織単位に継続して１年以上３年未満派遣
される見込みがある方（※1）

①～④のいずれかの措置を講じる努力義務

３．（上記以外の方で）派遣元事業主に雇用された期間
が通算１年以上の方（※2）

②～④のいずれかの措置を講じる努力義務

※1 いずれも、本人が継続して就業することを希望する場合に限られます。
※2 現在、いわゆる「登録状態」にある方も、この対象者の中に含まれます。
※3 ①の措置を講じた結果、派遣先での直接雇用に結びつかなかった場合には、派遣元事業主は、

②～④のいずれかの措置を追加で講じる義務があります。
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① ② ③ ④

派遣先の同一組織単位での継続就業期間

措置の内容

派遣先への直
接雇用の依頼

新たな派遣先
の提供

派遣元での
無期雇用

その他安定し
た雇用の継続
を図るために
必要な措置

３年見込み

【法第３０条第２項】

１年以上３年未満見込み

【法第３０条１項　省令で定めるもの】

１年未満見込み

● ● ● ●

○ ○ ○ ○

○ ○×

派遣元との通算雇用期間が１年以上である、

特定有期雇用派遣労働者を除く有期雇用派遣労働者

【法第３０条１項　省令で定めるもの】

○

（登録状態の者、６０歳以上の者等を含む）

義

務

努

力

義

務

特

定

有

期

雇

用

派

遣

労

働

者

特

定

有

期

雇

用

派

遣

労

働

者

等



雇用安定措置の義務の発生と消滅

派遣される「見込み」は、労働者派遣契約と労働契約の締結によって発生します。
義務は、派遣元事業主によって適切に履行されるか、派遣労働者が就業継続を希望しなくなるまで、効力
が存続します。

１ 派遣先への直接雇用の依頼

対象となる派遣労働者が現在就業している派遣先に対して、派遣終了後に、本人に直接雇用の申込
みをしてもらうよう依頼します。

この依頼は、書面の交付等により行うことが望ましいです。
依頼の結果、派遣先に雇用されなかった場合には２～４までのいずれかの措置をさらに講じる必要が

あります。

２ 新たな派遣先の提供（合理的なものに限る）

派遣労働者が派遣終了後も就業継続できるよう、新しい派遣先を確保し、派遣労働者に提供します。

提供する新しい派遣先は、対象となる派遣労働者の居住地やこれまでの待遇等に照らして合理的なもの

でなければならず、極端に遠方であったり、賃金が大幅に低下したりするような場合には、措置を講じたも

のと認められない場合があります。

＊対象となる派遣労働者を派遣元事業主が無期雇用とした上で（期間制限の対象外となります。）、これ

までと同一の派遣先に派遣することも、この措置に該当します。

雇用安定措置の内容（詳細）
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１回の契約で労働契約
も派遣就業見込みも
３年となっている

半年契約で「１年以上
見込み」、「３年見込
み」の時にそれぞれ努
力義務、義務が発生
する

派遣が終了しても、「通
算１年以上の雇用実
績」があるので努力義
務が発生

 １　義務が発生するケース

　派遣先

　労働契約

 ２　努力義務と義務が発生するケース

　派遣先

　労働契約

 ３　努力義務が発生するケース

　派遣先

　労働契約

１年後 ２年後 ３年後

１年後 ２年後 ３年後

１年後 ２年後 ３年後

義務が発生

努力義務が発生 義務が発生

努力義務が発生 努力義務が発生



３ 派遣元事業主による無期雇用

派遣元事業主が、対象となる派遣労働者を無期雇用とし、自社で就業させる（派遣労働者以外の働き方

をさせる）ものです。

４ その他雇用の安定を図るために必要な措置

・ 新たな就業の機会を提供するまでの間に行われる有給の教育訓練

・ 紹介予定派遣

などの措置を指します。

＊ 派遣元事業主は、雇用安定措置を講じる際は、本人の意向を尊重し、本人から聴取した内容を踏まえ、

希望する措置を講じるよう努めなければなりません。また、特に本人が派遣先での直接雇用を希望す

る場合には、派遣先への直接雇用の依頼を行い、直接雇用が実現するよう努めなければなりません。

さらに、直接雇用の申込みの依頼は、書面の交付等により行うことが望まれます。

＊ 派遣元事業主は、雇用安定措置を講じる際には、労働者派遣の終了の直前ではなく、早期に希望す

る雇用安定措置の内容について聴取を行い、十分な時間的余裕をもって措置に着手することが必要

です。

雇用安定措置の実施手続

派遣元事業主は、個々の派遣労働者に対して実施した雇用安定措置の内容について、

派遣元管理台帳に記載しなければなりません。特に、派遣先への直接雇用の依頼を

行った場合は、派遣先からの受入れの可否についても記載することが必要です。

派遣元事業主は、雇用安定措置を講じた派遣労働者の人数等の実施状況について、

労働者派遣事業報告書で毎年報告することが必要です。

また、実施状況については、インターネット等により関係者に情報提供することが望まれ

ます。

！
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派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずるに当たっては、対象となる派遣労働者が希望する雇用安定

措置の内容を聴取しなければいけません。（則第25条の2第3項）

例えば、キャリア・コンサルティングや労働契約の締結及び更新、賃金の支払等の機会や電子メールを

活用することにより、希望する措置の内容と継続就業の希望の有無を聴取します。

聴取した内容は、派遣元管理台帳に記録し、3年間保存しなければいけません。

希望する雇用安定措置の聴取 （令和3年4月改正）



派遣元事業主が、雇用安定措置の義務を逃れるために、意図的に派遣労働者の派遣期間
を３年未満とすることは、雇用安定措置の趣旨に反する脱法的な運用であって、義務違反と
同視されるものであり、指導等の対象となります。繰り返し指導を行っても改善しない場合、労
働者派遣事業の許可の更新は認められません。

雇用安定措置の義務の対象となる派遣労働者に対しては、派遣元事業主によって義務が適
切に履行されるか、派遣労働者が就業継続を希望しなくなるまで、義務の効力が失われるこ
とがないため、労働契約が終了した場合であっても、派遣元事業主は、労働契約を継続して
有給で教育訓練を実施すること（④の措置）等を通じて、義務を履行しなければなりません。

派遣元事業主が、雇用する有期雇用の派遣労働者による無期転換ルール（※）に基づく
無期転換の申込みを妨げるために、労働契約の更新を拒否したり、一定の空白期間を置く
ことで、それより前の契約期間が通算契約期間に算入されないようにすることは、労働契約
法の趣旨に反する脱法的なものです。

※有期労働契約が反復更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、無期労働
契約に転換できるルール（労働契約法第18条）

派遣先が派遣労働者を直接雇用しようとする際に、派遣元事業主がこれを禁止したり妨害し
たりすることは、労働者派遣法の趣旨に反するものであり、指導等の対象となります。

派遣元事業主が、いわゆる「26業務」に従事している有期雇用の派遣労働者について、改正
法の施行を理由に雇止めを行ってはいけません。特に、派遣労働者についても労働契約法
の無期転換ルールやいわゆる雇止め法理（※）が適用されることに留意する必要があります。

※実質的に期間の定めのない契約と変わらないといえる場合や、労働者において雇用の継続を
期待することが合理的であると考えられる場合、使用者が雇止めをすることが「客観的に合理
的な理由を欠き、社会通念上相当と認められないとき」は、雇止めが認められないルール

（労働契約法第19条）

キャリアアップ助成金

派遣先事業主が、受け入れている派遣労働者を正規雇用労働者等として直接雇用した場合や派遣

元事業主が有期契約労働者を正規雇用労働者又は無期契約労働者に転換した場合、無期契約労働

者を正規雇用労働者へ転換した場合にキャリアアップ助成金が活用できる場合があります。

キャリアアップ助成金の受給にあたっては、事前にキャリアアップ計画の提出が必要です。また、支給

要件を満たす必要があります。

詳細については、大分助成金センター（TEL 097-535-2100）へお問い合わせください。
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16 派遣労働者のキャリアアップ支援について

キャリアアップ支援に必要な情報の提供

派遣先は、派遣元事業主から求めがあったときは、派遣元事業主によるキャリアアップ支援に資するよう、派
遣労働者の職務遂行状況や、職務遂行能力の向上度合などの情報を提供するよう努めなければなりません。

派遣先は、以下の場合には、受け入れていた派遣労働者を雇い入れるよう努めなければなりません。

派遣先の組織単位の同一の業務に、同一の派遣労働者を継続して１年以上受け入れており、

派遣元事業主から、その派遣労働者を直接雇用するよう依頼があり、

派遣終了後に、引き続き同一の業務に従事させるために労働者を雇用しようとする場合

派遣先は、以下の場合には、受け入れている派遣労働者に対して、派遣先の事業所の正社員の募集情報
を周知しなければなりません。

なお、提供方法は、事業所への掲示等に加え、派遣元事業主を通じて行うことも可能です。また、全国転勤
の総合職の募集情報など、派遣労働者に応募資格がないものまで周知する必要はありません。

派遣先の同一の事業所で同一の派遣労働者を継続して１年以上受け入れており、

その事業所で働く正社員を募集する場合

派遣先は、以下の場合には、受け入れている派遣労働者に対して、正社員に限らず、派遣先の事業所の
労働者の募集情報を周知しなければなりません。

派遣先の同一の組織単位の業務に、継続して３年間受け入れる見込みがある派遣労働者について、

派遣元事業主から、その派遣労働者を直接雇用するよう依頼があり、

その事業所で働く労働者（正社員に限らない）を募集する場合

＊ 周知した募集情報の内容は、記録・保存することが望まれます。

雇入れ努力義務

正社員の募集情報の提供義務

労働者の募集情報の提供義務
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17 その他の内容について

１ 日雇派遣の原則禁止

日雇派遣については、派遣会社・派遣先のそれぞれで雇用管理責任が果たされておらず、労働災害の発生
の原因にもなっていたことから、雇用期間が３０日以内の日雇派遣は原則禁止となっています。

ただし、（１）または（２）の場合は例外として認められます。 （法第35条の4第1項）

（１）禁止の例外として政令で定める業務について派遣する場合（政令第４条第1項）

（２）以下に該当する人を派遣する場合 （令第4条第2項、則第28条の2、則第28条の3）

① ６０歳以上の人 ③ 副業として日雇派遣に従事する人
② 雇用保険の適用を受けない学生 ④ 主たる生計者でない人

＊③は生業収入が５００万円以上、④は世帯収入が５００万円以上の場合に限ります。
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号番号 種　　　　別 業　務　の　概　要　

1 情 報 処 理 シ ス テ ム 開 発 関 係 情報処理システムの設計・保守、プログラムの設計・作成、保守の業務

2 機 械 設 計 関 係 機械、装置若しくは器具またはそれらにより構成される設備の設計または製図

3 事 務 用 機 器 操 作 関 係
電子計算機、タイプライター、ワードプロセッサなど、迅速かつ的確な操作に習熟を必要とする事

務用機器の操作の業務

4 通 訳 、 翻 訳 、 速 記 関 係 通訳、翻訳、または速記の業務

5 秘 書 関 係
取締役またはこれに準ずる者の秘書として行う文書の作成、受発信管理、関係部門との連絡調

整、スケジュール表の作成等の業務

6 フ ァ イ リ ン グ 関 係

文書、磁気テープ等のファイリング（能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に

従って行うそれらの整理保管）にかかる分類の作成またはファイリング（高度の専門的な知識、技

術または経験を必要とするものに限る）の業務

7 調 査 関 係
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査また

は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務

8 財 務 関 係
仕訳、勘定科目別台帳等の会計帳簿の作成、貸借対照表・損益計算書等の決算書類の作成その

他財務処理の業務

9 貿 易 関 係
対外取引、国内取引に際しての商品またはサービスの受発注契約書等の取引に関する文書の作

成及び必要な資料の収集、電話照会等の業務

10 デ モ ン ス ト レ ー シ ョ ン 関 係
電子計算機、各種産業用機械、自動車等その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専

門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務

11 添 乗 関 係
旅行における添乗員の行う旅程管理業務。空港等における送迎サービス及びそれに付随して行う

旅行者へのサービスの業務

12 受 付 ・ 案 内 関 係 建築物または博覧会場における来訪者の受付または案内の業務

13 研 究 開 発 関 係
科学に関する研究、科学の知識、技術を用いて製造する新製品や新たな製造方法の開発の業務

（４－１、４－２の業務を除く）

14
事 業 の 実 施 体 制 の

企 画 、 立 案 関 係
事業実施に必要な体制または運営方法の整備に関する調査、企画、立案の業務

15 書 籍 等 の 製 作 ・ 編 集 関 係 書籍、雑誌等の製作における編集の業務

16 広 告 デ ザ イ ン 関 係 商品またはその包装のデザイン、商品の陳列、広告デザインの考案、設計、表現の業務

17 OA イ ン ス ト ラ ク シ ョ ン 関 係
事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムまたはプログラムの

使用方法を習得させるための教授または指導の業務

18
セ ー ル スエ ンジ ニア の営 業、

金 融 商 品 の 営 業 関 係

顧客の要求に応じて設計を行う機械・設備・プログラムまたは専門的知識に基づく助言が必要な

金融商品の説明、相談、売買契約の申し込み、申し込みの受付、契約の締結および勧誘の業務

19 看 護 業 務 関 係
保健師助産師看護師法第5条に規定する療養上の世話及び診療の補助業務(病院等、助産所、

介護老人保健施設、介護医療院及び医療を受ける者の居宅において行われるものを除く。）



２ グループ企業派遣の８割規制

派遣会社と同一グループ内の事業主が派遣先の大半をしめるような場合は、派遣会社が本来果たすべき

労働力需給調整機能としての役割が果たされないことから、派遣会社がそのグループ企業に派遣する割合

は全体の８割以下に制限されます。 （法23条の2）

派遣割合 ＝

全派遣労働者のグループ
企業での総労働時間

全派遣労働者の総労働時間

定年退職者のグループ
企業での総労働時間－

グループ企業

派遣会社が
連結子会社の場合

派遣会社が連結
子会社でない場合

・ 派遣会社の親会社
・ 派遣会社の親会社の子会社
＊親子関係は連結決算の範囲で判断

・ 派遣会社の親会社等
・ 派遣会社の親会社等の子会社等
＊親子関係は、外形基準で判断
（議決件の過半数を所有、出資金の過半数を所有等）

-52-

３ 職務の内容等を勘案した賃金の決定

派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者

（均等待遇の対象となる派遣労働者及び協定対象派遣労働者を除く。）の職務の内容、職務の成果、意欲、

能力又は経験その他の就職の実態に関する事項を勘案し、その賃金（職務の内容に密接に関連して支払

われる賃金以外の賃金を除く。）を決定するように努めなければなりません。 （法第30条の5）

４ 就業規則の作成等における派遣労働者の過半数を代表する者への意見聴取

派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、あらか

じめ、当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表するものの意見を聴くように努めなければ

なりません。 （法第30条の6）



５ 派遣労働者に係る雇用制限の禁止

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正

当な理由がなく、その者に係る派遣先若しくは派遣先であった者又は派遣先となることとなる者に当該派遣

元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁止する旨の契約を締結してはいけません。

（法第33条第1項）

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者又は派遣先となろうとする者との間で、

正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁

止する旨の契約を締結してはいけません。 （法第33条第2項）

６ 派遣先の都合で派遣契約を解除するときに講ずべき措置

労働者派遣契約の中途解除によって、派遣労働者の雇用が失われることを防ぐため、派遣先の都合に

より派遣契約を解除する場合には、・派遣労働者の新たな就業機会の確保・休業手当などの支払いに要

する費用の負担などの措置をとることが、派遣先の義務となっています。

（法29条の2／派遣先指針第2の6の（1））

派遣契約時にこれらの措置について明記しなければなりません。 （法26条第1項第8号）

７ 無期雇用の派遣労働者の募集に当たって留意すべき事項

派遣元事業主は、無期雇用の派遣労働者を募集する際は、正社員の募集と誤認されることがないよう、

「無期雇用派遣」という文言を使用するなどの方法で、無期雇用の派遣労働者の募集であることを明確に

しなければなりません。 （派遣元指針８（１））

８ 適切な派遣元事業主の選択に資する情報の提供

派遣元事業主は、労働者派遣の実績、マージン率、教育訓練に関する内容、労使協定による待遇の確

保の状況等に関する情報の情報提供に当たっては、常時インターネットの利用により、広く関係者とりわけ派

遣労働者に必要な情報を提供することが原則です。また、雇用安定措置の実施状況及び教育訓練につい

ては、インターネットの利用その他の適切な方法によりに関係者に対し情報提供することが望ましいです。

（法第23条第5項／派遣元指針１６）
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18 労働契約申込みみなし制度について

派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派

遣労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみな

されます。

（派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときを除きます。）

・ 労働者派遣の禁止業務に従事させた場合

・ 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合

・ 期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合（※）

・ いわゆる偽装請負の場合

（労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を

締結し、必要な事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受ける場合）

期間制限違反について

事業所単位・個人単位の２つの期間制限のどちらに違反した場合も、労働契約申込み

みなし制度の対象となります。

派遣元事業主は、労働者派遣を行おうとする際にはあらかじめ、また、派遣先から派遣可能期間の

延長の通知を受けた際には速やかに、派遣労働者に対し、抵触日（期間制限違反となる最初の日）を

明示しなければなりませんが、これに併せて、派遣先が抵触日を超えた（期間制限違反の）派遣の受入

れを行った場合には、労働契約申込みみなし制度の対象となることを明示しなければなりません。

派遣労働者の中には、短期の労働契約が反復更新されている場合も見られることを踏まえ、派遣先は、

労働契約申込みみなし制度の下で成立した有期の労働契約の更新について、派遣元事業主と締結さ

れていた労働契約の状況等を考慮し、真摯に検討することが必要です。
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19 派遣中の労働者に関する責任分担について

要件 派遣元 派遣先

均等待遇 ○ ○

男女同一の賃金の原則 ○

強制労働の禁止 ○ ○

公民権行使の保障 ○

労働契約 ○

賃金 ○

１箇月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、１年単位の変形労働時間制の協定の締
結・届出、時間外・休日労働の協定の締結・届出、事業場外労働に関する協定の締結・届出、
専門業務型裁量労働制に関する協定の締結・届出

○

労働時間、休憩、休日 ○

時間外・休日、深夜の割増賃金 ○

年次有給休暇 ○

最低年齢 ○

年少者の証明書 ○

労働時間及び休日（年少者） ○

深夜業（年少者） ○

危険有害業務の就業制限（年少者及び妊産婦等） ○

坑内労働の禁止（年少者） ○

抗内業務の就業制限（妊産婦等） ○

帰郷旅費（年少者） ○

産前産後の休業 ○

産前産後の時間外、休日、深夜業 ○

育児時間 ○

生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 ○

従弟の弊害の排除 ○ ○

職業訓練に関する特例 ○

災害補償 ○

就業規則 ○

寄宿舎 ○

申告を理由とする不利益取扱禁止 ○ ○

国の援助業務 ○ ○

法令規則の周知業務（派遣先は就業規則を除く） ○ ○

労働者名簿 ○

賃金台帳 ○

記録の保存 ○ ○

報告の義務 ○ ○

≪労働基準法≫

≪労働安全衛生法≫

要件 派遣元 派遣先

職場における安全衛生を確保する事業者の責務 ○ ○

事業者等の実施する労働災害の防止に関する措置に協力する労働者の責務 ○ ○

労働災害防止計画の実施に係る厚生労働大臣の勧告等 ○ ○

総括安全衛生管理者の選任等 ○ ○

安全管理者の選任等 ○

衛生管理者の選任等 ○ ○

安全衛生推進者の選任等 ○ ○
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要件 派遣元 派遣先

産業医の選任等 ○ ○

作業主任者の選任等 ○

統括安全衛生責任者の選任等 ○

元方安全衛生管理者の選任等 ○

店社安全衛生管理者の選任等 ○

安全委員会 ○

衛生委員会 ○ ○

安全管理者等に対する教育等 ○ ○

労働者の危険または健康障害を防止するための措置 ○

事業者の講ずべき措置 ○

労働者の遵守すべき事項 ○

事業者の行うべき調査等 ○

元方事業者の講ずべき措置 ○

特定元方事業者の講ずべき措置 ○

定期自主検査 ○

化学物質の有害性の調査 ○

安全衛生教育（雇入れ時、作業内容変更時） ○

安全衛生教育（作業内容変更時、危険有害業務就業時） ○

職長教育 ○

危険有害業務従事者に対する教育 ○ ○

就業制限 ○

中高年齢者等についての配慮 ○ ○

事業者が行う安全衛生教育に対する国の援助 ○ ○

作業環境測定 ○

作業環境測定の結果の評価等 ○

作業の管理 ○

作業時間の制限 ○

健康診断（一般健康診断等、当該健康診断結果についての意見聴取） ○

健康診断（有害な業務に係る健康診断等、当該健康診断結果についての意見聴取） ○

健康診断（健康診断実施後の作業転換等の措置） ○ ○

健康診断の結果通知 ○

医師等による保健指導 ○

医師による面接指導等 ○

病者の就業禁止 ○

健康教育等 ○ ○

体育活動等についての便宜供与等 ○ ○

快適な職場環境の形成のための措置 ○

安全衛生改善計画等 ○

機械等の設置、移転に係る計画の届出、審査等 ○

申告を理由とする不利益取扱禁止 ○ ○

使用停止命令等 ○

報告等 ○ ○

法令の周知 ○ ○

書類の保存等 ○ ○

事業者が行う安全衛生施設の整備等に対する国の援助 ○ ○

疫学的調査等 ○ ○

≪雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律≫

要件 派遣元 派遣先

妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いの禁止 ○

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止 ○

職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置 ○ ○

妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置 ○ ○

-56-



20 多様な就業形態と契約形態について

１．労働者派遣事業と業務請負

出向元 出向先

労働者

出向契約

雇用関係雇用関係

派遣元 派遣先

労働者

労働者派遣契約

指揮命令関係雇用関係

労働者派遣

請負業者 発注者

労働者

雇用関係

請負契約

業務請負

在籍型出向

≪適正な出向目的≫
① 労働者を離職させるのではなく、関係会社に

おいて雇用機会を確保する
② 経営指導、技術指導の実施
③ 職業能力開発の一環として行う
④ 企業グループ内の人事交流の一環として

行う

２．派遣と請負の区分基準
１．労務管理上の独立（自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用）
（１）事業管理上の独立

①直接自ら業務の遂行方法の指示等を行うこと。

・ 業務の内容や量の注文を一定期間ごとに受けているか？
・ 業務を行うのに必要な労働者数を注文主から指示されていないか？
・ 作業遂行上の指揮命令を注文主から受けていないか？
・ 作業遂行の速度を自らの判断で決定しているか？
・ 作業の割付・順序を自らの判断で決定しているか？

≪労働者派遣法 第2条≫
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の
下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該
他人のために労働に従事させることをいい、
当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇
用させることを約してするものを含まないもの
とする

≪民法 第632条≫

当事者の一方がある仕事を完成することを
約し、相手方がその仕事の結果に対してこ
れに報酬を与えることを約することによって
その効力を生ずる
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②直接自ら業務遂行の評価等を行うこと

・ 業務の遂行に関する技術的な指導を注文主から受けていないか？
・ 労働者に関する勤怠管理、出来高査定等、労働者個々の能力評価を自ら行っているか？

（２）労働時間管理上の独立
①就業規則、休憩、休日、休暇等の指示・管理を自ら行うこと

・ 始業・終業時刻、休憩時間、休日について、自ら管理しているか？
・ 労働者が実際に勤務した時間を把握しているか？
・ 注文主の就業規則をそのまま使用したり、その適用を受けていないか？

②時間外、休日労働の命令等を自ら行い管理すること

・ 時間外、休日出勤について注文主から指示を受けていないか？

（３）秩序維持権限、人事管理上の独立
①自ら服務規律の設定・指示・管理を行うこと

・ 服装・職場秩序の保持等に関する規律の作成・管理を自ら行っているか？

②自ら労働者の配置等の決定・変更を行うこと

・ 労働者の配置について注文主から指示を受けていないか？
・ 欠勤等があった場合の人員配置を自ら指示・配置決定を行っているか？
・ 事前に業務量の増減を受ける体制を整え、人員の増減を自ら決定しているか？
・ 注文主が面接（履歴書等の書類選考を含む）を行い、受託者の雇用する労働者を選定する

ことはないか？

２．事業経営上の独立（自己の事案としての独立処理）
（１）経理上の独立

自己責任による資金の調達・支弁をするものであること

・ 事業運転資金等を自らの責任で調達・支弁しているか？
・ 業務を処理するのに必要な原料・部品等を注文主から無償で提供されていないか？

（無償提供の場合、伝票等により数量が明示されているか？）

（２）法律上の独立
民法・商法等の法律上の事業主としての全ての責任を負うこと

・ 業務を行う過程で注文主又は第３者に損害を与えた時は、受託者が損害賠償の責任を負う旨
の規定を契約で定めているか？

・ 労働安全衛生の確保、責任については受託者が負っているか？

（３）業務上の独立
機械・設備、資材等の自己調達による業務処理を行うこと。又は、企画・技術・経験上の自己
独立遂行性があって、単なる肉体的な労働力の提供でないこと

・ 部品の受取り・製品の受け渡しについて伝票等による処理体制としているか？（製造業務の場合）

・ 注文主の所有する機械・設備を使用するのに、双務契約を締結しているか？
・ 上記の機械・設備の保守・修理を自ら行うか又はその費用を負担しているか？
・ 契約書に完成すべき仕事の内容、目的とする成果物、処理すべき業務の内容が明記されて

いるか？
・ 請負代金は、〔労務単価×人数×日数又は時間〕となっていないか？
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～特定の個人を比較対象者として選定し、その待遇等について情報提供を行う場合～

（※赤色で表示されている箇所は、記載事項に関する補足説明です。）

１．比較対象労働者の職務の内容（業務の内容及び責任の程度）、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並
びに雇用形態【則第24条の４第１号イ関係】

（１）業務の内容
① 職種：衣服・身の回り品販売店員 ＜厚生労働省編職業細分類323-04＞

※例えば、厚生労働省編職業細分類により記載。
※例として細分類を記載しているのは、業務の内容が同一であるかどうかの判断を細分類を目安として行うこととし

ていることによる。
② 中核的業務：品出し、レジ、接客

③ その他の業務：クレーム対応

※中核的業務以外の比較対象労働者が従事する業務を記載。

（２）責任の程度
① 権限の範囲 ：副リーダー（●等級中●等級）

（仕入れにおける契約権限なし、部下２名）

② トラブル・緊急対応 ：リーダー不在である間の週１回程度対応

③ 成果への期待・役割 ：個人単位で月の売上げ目標30万円

④ 所定外労働 ：週２回、計５時間程度（品出しのため）

（⑤ その他 ： ）
※「その他」については、責任の程度を指すものがあれば記載。

（３）職務の内容及び配置の変更の範囲
① 職務の内容の変更の範囲：他の服飾品の販売に従事する可能性あり

リーダー又は店長まで昇進する可能性あり

② 配置の変更の範囲：２～３年に１回程度、転居を伴わない範囲で人事異動あり

（４）雇用形態
例１：正社員（年間所定労働時間●時間）
例２：有期雇用労働者（年間所定労働時間●時間、通算雇用期間●年）
例３：仮想の通常の労働者（年間所定労働時間●時間）

２．比較対象労働者を選定した理由【則第24条の４第１号ロ関係】
比較対象労働者：業務の内容が同一である通常の労働者（該当する10名中の１名）

【以下の参考の③】
（理由）

受け入れようとする派遣労働者と職務の内容及び配置の変更の範囲又は職務の内容が同一である通常の労働者はいないが、
業務の内容が同一である通常の労働者がいるため。

＜参考：チェックリスト＞

比較対象労働者（次の①～⑥の優先順位により選出）

対象者の有無
（○or×）

① 職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一で
あると見込まれる通常の労働者

×

② 職務の内容が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者 ×

③ 業務の内容又は責任の程度のいずれかが派遣労働者と同一である見込まれる通
常の労働者

○

④ 職務の内容及び配置の変更の範囲が派遣労働者と同一であると見込まれる通常
の労働者

―

参考資料 情報提供モデル例（ 派遣先均等均衡方式）
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⑤ ①から④までに相当する短時間・有期雇用労働者
※ 派遣先の通常の労働者との間で短時間・有期雇用労働法等に基づく均衡が確
保されている者に限る。

―

⑥ 派遣労働者と同一の職務の内容で業務に従事させるために新たに通常の労働者
を雇い入れたと仮定した場合における当該通常の労働者（仮想の通常の労働者）
※ 派遣先の通常の労働者との間で適切な待遇が確保されている者に限る。

―

（待遇の種類）

（待遇の
内容）

（待遇の性質・目的） （待遇決定に当たって考慮した事項）

④ 特殊作業手当：制度無
― ― ―

３．待遇の内容等
（１）比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容（昇給、賞与その他の主な待遇がない場合にはその旨）

【則第24条の４第１号ハ関係】
（２）比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び待遇を行う目的【則第24条の４第１号二関係】
（３）待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項【則第24条の４第１号ホ関係】

⑤ 特殊勤務手当：制度無

― ― ―

⑥ 精皆勤手当：制度有

０円 ・一定数の業務を行う人数を確保するた
めの皆勤を奨励する目的

責任の程度と意欲を考慮し、部下がいない場合であり、か
つ無欠勤の場合に一律１万円を支給
責任の程度：部下２名
欠勤の有無：無欠勤

① 基本給

20万円
／月

・労働に対する基本的な対償として支払
われるもの

・労働者の能力の向上のための努力を
促進する目的

・長期勤続を奨励する目的

能力・経験、勤続年数を考慮。
能力・経験：定型的な販売業務の処理、クレーム対応が可

能
勤続年数：１年目

② 賞与

40万円
／年

・会社の利益を分配することによって、社
員の士気を高める目的

基本給額、支給月数により算定
個人業績に係る評価を考慮
個人業績：Ｂ評価（「特に優秀」、「優秀」、
「普通」の３段階評価の中評価）

③ 役職手当：制度有

２万円
／月

・一般社員にはない特別な責任と役割に
応じて支給されるもの

・一定の責任と役割の履行を促進する目
的

責任の程度を考慮
役職：副リーダー

⑦ 時間外労働手当（法定割増率以上）：制度無
― ― ―
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⑧ 深夜及び休日労働手当（法定割増率以上）：制度無
― ― ―

⑨ 通勤手当：制度有

２万円
（実費）
／月

・通勤に要する交通費を補填する目的 通勤距離を考慮

⑩ 出張旅費：制度有

０円 ・出張に要する交通費を補填する目的 出張距離を考慮
出張なし

⑪ 食事手当：制度無

― ― ―

⑫ 単身赴任手当：制度無
― ― ―

⑬ 地域手当：制度無
― ― ―

⑭ 食堂：施設有

食堂無 ・業務の円滑な遂行に資する目的 就業する事業所に食堂があるか否かを考慮し、食堂がある
場合には利用の機会を付与
就業する事業所：Ａ支店（食堂無）

⑮ 休憩室：施設無
― ― ―

⑯ 更衣室：施設有

利用可 ・業務の円滑な遂行に資する目的 就業する事業所に更衣室があるか否かを考慮し、更衣室が
ある場合には利用の機会を付与
就業する事業所：Ａ支店（更衣室有）

⑰ 転勤者用社宅：制度有

利用無 ・住居を確保し、転勤に伴う負担を軽減
する目的

職務の内容及び人材活用の範囲を考慮し、転勤がある場
合に提供
職務の内容及び人材活用の範囲：転勤を伴う人事異動なし

⑱ 慶弔休暇：制度有

10日／年 ・冠婚葬祭への参加できるようにすること
で就業継続や業務能率の向上を図る
目的

勤続年数を考慮
勤続１年以上の者に一律10日／年付与

⑲ 健康診断に伴う勤務免除及び有給：制度無
― ― ―

⑳ 病気休職：制度無
― ― ―

㉑ 法定外の休暇（慶弔休暇を除く）：制度無
― ― ―
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㉒ 教育訓練：制度有

接客 に関す る
教育訓練

・職務の遂行に必要な技能又は知識を
習得する目的

業務の内容を考慮。
接客に従事する場合には、６か月に１回、希望者に限り、接
客に関する基礎を習得するための教育訓練を実施

㉓ 安全管理に関する措置及び給付：制度無
― ― ―

㉔ 退職手当：制度有

０円 ・長期勤続を奨励する目的
・退職後の生活を保障する目的

基本給額、勤続年数、離職理由により算定
勤続３年であって、会社都合により退職した場合は、基本
給額１か月分の退職手当を支給
勤続年数：１年目

㉕ 住宅手当：制度無
― ― ―

㉖ 家族手当：制度有

１万円
／月

・労働者の家族を扶養するための生活費
を補助する目的

扶養家族の人数を考慮し、扶養家族１人につき１万円を支
給（上限３万円）
扶養家族：１人
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参考資料 情報提供モデル例 （ 労使協定方式）

-63-

～個別契約書において労使協定対象労働者に限定する場合～

１．待遇のそれぞれの内容

①　食堂：施設有

②　休憩室：施設有

③　更衣室：施設有

④　教育訓練：制度有

利用可

令和△年△月△日

 （派遣元）　　　　　　　　　　

○○○株式会社　御中

 （派遣先）　　　　　　　　　　

□□□株式会社　　　　　　

役職　・・・　  氏名　・・・

待遇に関する情報提供

  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第

26条第７項に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保

護等に関する法律施行規則第24条の４第二号に定める待遇等に関する情報を下

記のとおり情報提供いたします。

（待遇の種類）

（待遇の内容）

利用時間：12時～13時（全従業員共通）

利用可

利用時間：12時～13時（全従業員共通）

利用可

接客に従事する場合には、６か月に１回、希望者に対し、接客に関する基礎を習得す
るための教育訓練を実施



労働者派遣法第 30 条の４第１項の規定に基づく労使協定 

 

○○人材サービス株式会社（以下「甲」という。）と労働者の過半数で組織する労働組合

○○人材サービス労働組合（以下「乙」という。）は、労働者派遣法第 30 条の４第１項の

規定に関し、次のとおり協定する。 

【労働者過半数代表者と締結する場合の記載例】 

第１条 ○○人材サービス株式会社（以下「甲」という。）と○○人材サービス株式会社の労働者の過半数を代表す

る者（以下「乙」という。）は、労働者派遣法第 30条の４第１項の規定に関し、次のとおり協定する。 

 

【支店ごとに労働者過半数代表者と締結する場合の記載例】 

第１条 ○○人材サービス株式会社○○支店（以下「甲」という。）と○○人材サービス株式会社○○支店の労働者

の過半数を代表する者（以下「乙」という。）は、労働者派遣法第 30条の４第１項の規定に関し、次のとお

り協定する。 

※ 労働者の過半数で組織する労働組合（過半数組合）の要件は、各事業所に使用されるすべての労働者の過半数

で組織する組合であり、雇用形態にかかわらず事業所で雇用するすべての労働者（直接雇用の派遣労働者も含

む）の過半数で組織する労働組合でなければならない。 

※ 過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者（過半数代表者）と締結することとなり、労働者の過半

数を代表する者は下記の①から③のいずれにも該当する者でなければならない。 

① 雇用形態にかかわらず事業所で雇用するすべての労働者（直接雇用の派遣労働者も含む）の過半数を代

表していること。 

② 労使協定を締結する者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法による手続

きにより選出された者であって、派遣元事業主の意向に基づき選出された者でないこと。 

③ 労働基準法第 41条第２項に規定する管理監督者でないこと。 

※ 労働者に対してメールで通知を行い、そのメールに対する返信のない人を信任（賛成）したものとみなす方法

は、一般的には、労働者の過半数が選任を支持していることが必ずしも明確にならないものと考えられる。 

 

（対象となる派遣労働者の範囲） 

第１条 本協定は、派遣先でソフトウェア作成の業務に従事する従業員（以下「対象従業

員」という。）に適用する。←法第 30条の４第１項第１号「適用される派遣労働者の範囲」 

２ 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリ

ア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。 

３ 甲は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、

本協定の適用を除外しないものとする。←法第 30条の４第１項第６号「その他」 
 

【労働契約期間によって対象を限定する場合の記載例】 

第１条 本協定は、期間を定めないで雇用される派遣労働者（以下「対象従業員」という。）に適用する。 

 
  ※ 一の労使協定に、複数の職種を記載することも可能。ただし、協定対象派遣労働者の賃金の額が各職種において、 

法第 30条の４第１項第２号イに定める派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的 

な賃金（以下、「一般賃金」という。）の額と同等以上であることを確認できることが必要。 
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（賃金の構成） 

第２条 対象従業員の賃金は、基本給、賞与、時間外労働手当、深夜・休日労働手当、通

勤手当、退職手当及び○○手当とする。 

 

（賃金の決定方法）←法第 30条の４第１項第２号イ「賃金の決定方法」 

第３条 対象従業員の基本給、賞与及び○○手当の比較対象となる「同種の業務に従事す

る一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１

の「２」のとおりとする。 

※ 一般賃金の額が下がったことに伴い待遇を引き下げる場合は、労働条件の不利益変更となり得るものであり、労働条

件の不利益変更には、労働契約法上、原則として労使双方の合意が必要であることに留意が必要。  
 

【職種が複数あり、かつ派遣先の事業所所在地が複数地域となる可能性のある場合の記載例】 

第３条 対象従業員の基本給、賞与及び○○手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的

な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たす別表１に、対象従業員が勤務する派遣先の事業所所在地に

対応する別表２の地域指数を乗じたものとする。 
   

※ P80【職種が複数あり、かつ派遣先の事業所所在地が複数地域となる可能性のある場合の記載例】も参照。 

 

（一）比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、令和６年８月 27日付

職発 0827第１号「令和７年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働

者の保護等に関する法律第 30条の４第１項第２号イに定める「同種の業務に従事す

る一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」（以下「通達」という。）別添１

「賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金（時給換算）」に定める「1104 ソフ

トウェア作成者」とする。 
 

※ 次の①～③の場合には、その理由を労使協定に記載することが必要。 

① 職種ごとに通達別添１「賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金（時給換算）」と別添２「職業安定業

務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額（時給換算）」を使い分ける場合 

② 通達別添２を用いる場合であって、次のように職業分類を使い分ける場合 

・「大分類」と「当該大分類内の中分類又は小分類」 

・「中分類」と「当該中分類内の小分類」 

③ 通達で示したデータ以外の独自統計等（通達第５）を用いる場合 

※ 職種については、通達別添１又は別添２のうち、協定対象派遣労働者が従事する業務と最も近いと考えられる

ものを労使協議により決定すること。 
 

【① 職種ごとに通達別添１と別添２を使い分ける場合の記載例】 

（一）比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、次のとおりとする。 

イ 「ソフトウェア作成者」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、令和６年

８月 27 日付職発 0827 第１号「令和７年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護

等に関する法律第 30条の４第１項第２号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金

の額」」等について」（以下「通達」という。）別添１「賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金（時給

換算）」（以下「別添１」という。）に定める「1104 ソフトウェア作成者」とする。 

ロ 「事務販売員」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、通達別添２「職業

安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞与等の額（時給換算）」（以下「別添２」という。）

に定める「07販売・営業の職業」とする。 
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ハ イについては、実際に支払われていた賃金額である通達別添１を使用し、ロについては、派遣先が総合ス

ーパーなどの大規模の店舗だけでなく、コンビニエンスストア及び衣料品販売店等への派遣に加え、店長

または販売員としての派遣も想定していることから、業務の実態を踏まえ最も適合する職種がある通達別

添２を使用するものとする。 

【② 通達別添２を用いる場合であって、職業分類を使い分ける場合の記載例】 

（一）比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、次のとおりとする。 

イ 「医薬品営業」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、令和６年８月 27

日付職発 0827第１号「令和７年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

る法律第 30 条の４第１項第２号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」

等について」（以下「通達」という。）別添２「職業安定業務統計の求人賃金を基準値とした一般基本給・賞

与等の額（時給換算）」（以下「別添２」という。）に定める「04803医薬品営業員」とする。 

ロ 「イ以外の営業」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、通達別添２に定

める「048営業の職業」とする。 

ハ イについては、業務の実態を踏まえ最も適合する職種がある小分類を使用し、ロについては、業務の実態

から複数の業務に従事する可能性があることから中分類を使用するものとする。 

【③ 通達で示したデータ以外の独自統計等（通達第５）を用いる場合の記載例】 

（一）「○○事務」における比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、通達別添○の「○○」

の職種と対象従業員が実際に行う業務との間に乖離があることから、令和○年○月○日に○○が実施した「○

○調査」を使用するものとする。 

   ※ 独自統計等によっては、通達第５のとおり一定の要件を満たした上で、厚生労働省職業安定局需給調整事業課  

    に対して事前協議が必要な場合があることに留意すること。 

 

（二）地域調整については、派遣先の事業所所在地が北海道内に限られることから、通達 

別添３に定める「北海道」の指数を用いるものとする。 
 
   ※ 一つの労使協定において、都道府県別の指数及びハローワーク別の指数を使い分ける場合には、その理由を労 

使協定に記載すること。 
 

【地域指数を使い分ける場合の記載例】 

（二）地域調整については、埼玉県、千葉県、東京都の派遣先で派遣就業を行うことから、通達別添３「職業安定

業務統計による地域指数」に定める埼玉、千葉、東京の指数を使用するものとする。ただし、東京都、千葉県

は複数の市区町村の派遣先において就業を行うことから、都道府県別の指数を使用し、埼玉県は主に○○市内

の派遣先において就業を行うことから、ハローワーク○○の指数を使用するものとする。 
 
 

【複数の地域指数のうち、最も高い指数を使って比較する場合の記載例】 

（二）地域調整については、派遣先が埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県の各市町村内が想定さ

れることから、通達別添３「職業安定業務統計による地域指数」に定める埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、

新潟県、富山県の各都道府県内のハローワーク別の指数のうち、最も高い指数となる○○県のハローワーク○

○の指数を使用するものとする。 

第４条  

（○） 別表２の対象従業員の基本給、賞与及び○○手当については、全ての対象従業員に適用されるものとする。 

ただし、別表２の対象従業員の基本給、賞与及び○○手当に加え、派遣先の就業場所に応じて、別途勤務地

手当を支給するものとする。 
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（三）時間外労働手当、深夜・休日労働手当については、基本給、賞与及び○○手当とは

分離し、社員就業規則第○条に準じて、法律の定めに従って支給する。 

 

（四）通勤手当については、基本給、賞与及び○○手当とは分離し、対象従業員の通勤手

当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、

通勤に要する実費に相当する額とする。 
 

【通勤手当の支給要件に「徒歩圏」を設けている場合の記載例】 

（四）通勤手当については、基本給、賞与及び○○手当とは分離し、対象従業員の通勤手当の比較対象となる「同

種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、通勤に要する実費に相当する額とする。ただし、

交通機関等を利用しなければ通勤することが困難である従業員以外の従業員であって、交通機関等を利用しな

いで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離（一般に利用しうる最短の経路の長さによる。）が片道○

㎞未満であるものを除く。 

    

【通勤手当に上限額がある場合の記載例】 

（四）通勤手当については、基本給、賞与及び○○手当とは分離し、対象従業員の通勤手当の比較対象となる「同

種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、月額○円（時給換算額○円）までの範囲内におい

て、通勤に要する実費に相当する額とする。 

 
※ 通勤手当に上限額がある場合には、その額を労使協定に定めることが必要。 

 
【「一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合」の方法をとることにしている場合の記

載例】 

（四）通勤手当については、基本給、賞与及び○○手当とは分離し、「一般の労働者の通勤手当に相当する額」と

「同等以上」を確保するものとして、当該額を 73円（時給換算額）とする。 

※ 通勤手当が一般通勤手当(73円)未満となる場合、当該差額は合算による方法となるため、P76【「一般の労働 

者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合」の方法をとることにしているが、一般通勤手当 73 

円とならない（60円）場合の記載例】を参照。 

※ P76【通勤手当を合算する場合（一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合を含む） 

の記載例】も参照。 

【通勤手当を合算する場合の記載例】 

第３条 対象従業員の基本給、賞与、○○手当及び通勤手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働

者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１の「３」のとおりとする。 

（一）～（三） （略） 

（四）通勤手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」については、通達の

第３の４に定める合算により比較する方法とし、当該額を 73円（時給換算額）とする。 

（五） （略） 
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（五）退職手当については、基本給、賞与及び○○手当とは分離し、対象従業員の退職手

当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、

次に掲げる条件を満たした別表３のとおりとする。 

① 退職手当の受給に必要な最低勤続年数： 

通達別添４に定める「令和４年中小企業の賃金・退職金事情」（東京都）の「退

職一時金受給のための最低勤続年数」において、最も回答割合の高かったもの（自

己都合退職及び会社都合退職のいずれも３年） 

② 退職時の勤続年数ごと（３年、５年、10 年、15年、20年、25年、30年、33年、 

定年）の支給月数： 

「令和４年中小企業の賃金・退職金事情」（東京都）の大学卒の場合の支給率（月

数）に、同調査において退職手当制度があると回答した企業の割合を乗じた数値

として通達に定めるもの 

【退職金前払いの方法をとる場合の記載例】 

（五）① 退職手当については、基本給、賞与及び○○手当とは分離し、前払い退職金とする。 

② 対象従業員の退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は、 

別表１の「２」に定める額に５％を乗じた額（１円未満の端数切り上げ）とする。 

 

   ※ 就業規則等で前払い退職金として支給することが明確になっていない場合は、合算による方法となるため、 

    P77【退職手当を合算する場合（退職金前払いの方法を含む）の記載例】を参照。 
 

【中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとる場合の記載例】 

（五）① 退職手当については、基本給、賞与及び○○手当とは分離し、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中

小企業退職金共済事業本部との間に退職金共済契約を締結する。 

② 対象従業員の退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」は 

別表１の「２」に定める額に５％を乗じた額（１円未満の端数切り上げ）の額とする。 

 

   ※ 退職手当が一般基本給・賞与等の額の５％未満となる場合、当該差額は合算による方法となるため、P78【中 

小企業退職金共済制度等への加入の方法をとることにしているが、一般基本給・賞与等の額の５％の額に満たな 

い場合（４％の場合）の記載例】を参照。 
 

【退職金の支払いの方法を労働者の区分ごとで使い分ける場合の記載例】 

（五）①～○ （略） 

○ ①及び○に規定する退職金制度については、○○の従業員に対して適用し、○に規定する別表１の「２」 

 に定める額の５％の額による支払いについては、△△の従業員に対して適用する。 

   
 

【退職手当を合算する場合の記載例】 

第３条 対象従業員の基本給、賞与、○○手当及び退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働

者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１の「３」のとおりとする。 

（一）～（四） （略） 

（五）退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」については、通達の

第３の４に定める合算により比較する方法とし、当該額を別表１の「２」に定める額に５％を乗じた額（１円

未満の端数切り上げ）とする。 

※ P77【退職手当を合算する場合（退職金前払いの方法を含む）の記載例】も参照。 
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【通勤手当及び退職手当を合算する場合の記載例】 

第３条 対象従業員の基本給、賞与、○○手当、通勤手当及び退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する

一般の労働者の平均的な賃金の額」は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１の「４」のとおりとする。 

（一）～（三） （略） 

（四）通勤手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」については、通達の

第３の４に定める合算により比較する方法とし、当該額を 73円（時給換算額）とする。 

（五）退職手当の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」については、通達の

第３の４に定める合算により比較する方法とし、当該額を別表１の「２」に定める額に５％を乗じた額（１円

未満の端数切り上げ）とする。 
 

※ 合算する場合は、P77【退職手当及び通勤手当を合算する場合（退職金前払い及び一般の労働者の通勤手当に 

相当する額と「同等以上」を確保する場合の方法を含む）の記載例】も参照。 

 

第４条 対象従業員の基本給、賞与及び○○手当は、次の各号に掲げる条件を満たした別

表２のとおりとする。 

（一）別表１の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上であ

ること 

（二）別表２の各等級の職務と別表１の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な

賃金の額との対応関係は次のとおりとすること 

Ａランク：10年 

Ｂランク：３年 

Ｃランク：０年 
 

   ※ 協定対象派遣労働者の各等級の職務の内容が別表１の何年目の能力・経験調整指数に相当するか記載し、一般

基本給・賞与等の額との対応関係を客観的に明らかにすることが必要。 

         例えば、「一般基本給・賞与等の額と同等以上にする」のみ記載することや別表として局長通達の別添１又は 

    別添２をそのまま添付することなどは対応関係が明らかでなく、指導対象となり得る。 
 

【派遣先の事業所所在地が複数地域となる可能性があるが、各地域で共通する賃金表を使いつつ、地域指数を用い

て協定対象派遣労働者の賃金を調整する場合の記載例】 

第４条 対象従業員の基本給、賞与及び○○手当は、次の各号に掲げる条件を満たしたものとする。 

 （一）（二） （略） 

 （三）対象従業員の基本給、賞与及び○○手当については、別表○の賃金表に、対象従業員が勤務する派遣先事

業所の所在地に対応する別表○の地域指数を乗じたものとする。 

    ※ P80【派遣先の事業所所在地が複数地域となる可能性があるが、各地域で共通する賃金表を使いつつ、 

地域指数を用いて協定対象派遣労働者の賃金を調整する場合の記載例】も参照。 

 

（三）通勤手当については、別途定める○○人材サービス株式会社賃金規程第○条に従っ

て、通勤に要する実費に相当する額を支給する。 
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（四）退職手当については、次に掲げる条件を満たした別表４のとおりとする。 

ただし、退職手当制度を開始した○○年以前の勤続年数の取扱いについては、労使で 

協議して別途定める。 

① 別表３に示したものと比べて、退職手当の受給に必要な最低勤続年数が同年数以 

下であること 

② 別表３に示したものと比べて、退職時の勤続年数ごとの退職手当の支給月数が同 

月数以上であること 

  ※ 協定対象派遣労働者の退職手当の額が客観的に明らかとなるよう記載することが必要。例えば、「対象従業員の 

    退職手当は、別途定める○○人材サービス株式会社退職金規程による」のみの記載であると、対象従業員の退職 

手当の額が客観的に明らかにならないと考えられる。 
 

【退職金前払いの方法をとる場合の記載例】 

（四）退職手当については、別表１の「２」に定める額の５％の額と同等以上の額とし、その支給方法については

別途定める○○人材サービス株式会社賃金規程第○条に従って支給する。 

 

【通勤手当の支給要件に「徒歩圏」を設けている場合の記載例】 

（三）通勤手当については、別途定める○○人材サービス株式会社賃金規程第○条に従って、通勤に要する実費に

相当する額を支給する。ただし、交通機関等を利用しなければ通勤することが困難である従業員以外の従業員

であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離（一般に利用しうる最短

の経路の長さによる。）が片道○㎞未満であるものには支給しない。 

【通勤手当に上限額がある場合の記載例】 

（三）通勤手当については、別途定める○○人材サービス株式会社賃金規程第○条に従って、月額○円（時給換算

額○円）までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。 

【「一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合」の方法をとることにしている場合の記

載例】 

（三）通勤手当については、別途定める○○人材サービス株式会社賃金規程第○条に従って、１時間当たり 73 円

を通勤に要する実費に相当する額として支給する。 

【「一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合」の方法をとることにしているが、一般

通勤手当 73円とならない場合（60円）の記載例】 

（三）通勤手当については、別途定める○○人材サービス株式会社賃金規程第○条に従って、１時間当たり 60 円

を通勤に要する実費に相当する額として支給する。なお、第３条（四）に定める「同種の業務に従事する一般

の労働者の平均的な賃金の額」（時給換算額 73円）との差額については、通達の第３の４に基づく合算による

比較方法により対応するものとする。 
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【退職金前払いの方法をとる場合の記載例】 

※ 過年度適用の退職金の率を引き続き適用する場合（令和７年度適用より過年度適用の退職金の率が高い場合に

限る。） 

（四）退職手当については、別表１の「２」に定める額の５％の額と同等以上の額とし、その支給方法については別途

定める○○人材サービス株式会社賃金規程第○条に従って支給する。なお、令和○年度以前より在籍している協

定対象派遣労働者については、引き続き従前の額と同等以上の退職金を支給する。 

  ※ 就業規則等で前払い退職金として支給することが明確になっていない場合は、合算による方法となるため、P68 

【退職手当を合算する場合の記載例】及び P77【退職手当を合算する場合（退職金前払いの方法を含む）の記 

載例】を参照。 
 

【中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとる場合の記載例】 

（四）退職手当については、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部との間に退職金共 

済契約を締結するものとする。 

   なお、掛金月額は別表１の「２」に定める額の５％の額と同等以上の額の掛金拠出とし、支給方法などを含 

む詳細は、○○人材サービス株式会社退職金規程第○条の定めによるものとする。 

 

【中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとることにしているが、一般基本給・賞与等の額の５％の額となら

ない場合の記載例】 

（四）退職手当については、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部との間に退職金共 

済契約を締結するものとする。 

なお、掛金月額は別表１の「２」に定める額の４％の額の掛金拠出とし、第３条（五）②に定める「同種の 

  業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」（別表１の２に定める額の５％の額）と掛金の額（４％） 

  との差額については、退職金前払いの方法により対応するものとし、別表２のとおりとする。 

また、支給方法などを含む詳細は○○人材サービス株式会社退職金規程第○条の定めによるものとする。 

 

   ※ P78【中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとることにしているが、一般基本給・賞与等の額の 

５％の額に満たない場合（４％の場合）の記載例】を参照。 

 

【退職金の支払いの方法を労働者の区分ごとで使い分ける場合の記載例】 

（四）退職手当については、○○の従業員に対しては、第○条及び第○条に規定する退職金制度に従って支給し、

○○の従業員に対しては、第○条に規定する前払い退職金を支給する。 

 

２ 甲は、第５条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であったと

しても、その経験の蓄積及び能力の向上があると認められた場合には、基本給額の○～

○％の範囲で追加の○○手当を支払うこととする。←法第 30条の４第１項第２号ロ「賃金の改善」 

また、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に

応じた派遣就業の機会を提示するものとする。←法第 30条の４第１項第２号ロ「賃金の改善」 
 
      ※ 法第 30条の４第１項第２号ロ「職務内容等の向上があった場合の賃金の改善」の内容は、上記の他にも様々 

な方法が考えられる。 
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【各等級の職務と能力・経験調整指数を対応することに加え、号俸（昇給レンジ）により第２号ロ「職務内容等の

向上があった場合の賃金の改善」に対応する場合の記載例】 

２ 甲は、第５条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であったとしても、その経験の蓄積

及び能力の向上があると認められた場合には、昇給は勤務成績等に応じて○号俸から○号俸までの範囲内で決定

するものとする。 
 

【「職務内容等の向上があった場合により高度な業務に係る派遣就業機会を提供」の場合の記載例】 

２ 甲は、第５条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、より高い等級の職務を遂行する能力があると認めら

れた場合には、その能力に応じた派遣就業機会を提示するものとする。ただし、これに相当する機会を提示でき

ないときは、同勤務評価の結果に応じて、基本給額の○～○％の範囲で追加の○○手当を支払うこととする。 

 

（賃金の決定に当たっての評価） ←第３号「賃金の決定に当たっての評価」 

第５条 基本給の決定は、○○（「○か月」「○半期」等の期間）ごとに行う勤務評価を活

用する。勤務評価は公正に評価することとし、その方法は○○人材サービス株式会

社社員就業規則第○条に定める方法を準用し、その評価結果に基づき、第４条第２

項の追加の○○手当の範囲を決定する。 

２ 賞与の決定は、○○（「○か月」「○半期」等の期間）ごとに行う勤務評価を活用する。

勤務評価は公正に評価することとし、その方法は○○人材サービス株式会社社員就業規

則第○条に定める方法を準用し、その評価結果に基づき、別表２の備考１のとおり、賞

与額を決定する。 

３ ○○手当の決定は、○○（「○か月」「○半期」等の期間）ごとに行う勤務評価を活用

する。勤務評価は公正に評価することとし、その方法は○○人材サービス株式会社社員

就業規則第○条に定める方法を準用し、その評価結果に基づき、別に定める「○○手当

支給規程」により支給を決定する。 
 

【職務の内容に密接に関連して支払われるもののうち、一定の要件の下で必ず支払われることとして就業規則等

に定められている手当の場合の記載例】 

３ ○○手当は、○○人材サービス株式会社社員就業規則○条に基づき支給するものとする。 
 

  ※ 法第 30条の４第１項第３号については、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、能力、経験等の向上を公正に 

評価しその結果を勘案した賃金を決定することを労使協定で定めることが要件であるため、一般的に職務の内容、 

職務の成果、能力、経験等に応じて支給されると考えられる職務の内容に密接に関連して支払われるものは全て労 

使協定に規定する必要があることに留意すること。また、第５条の記載のとおり、自社の就業規則等を準用する 

ことでも差し支えないが、当該就業規則等には法第 30条の４第１項第３号における、派遣労働者の職務の内容、 

職務の成果、能力、経験等の向上を公正に評価することが具体的に定められていることが必要となる。 

※ 「賃金の決定に当たっての評価」の内容は、上記の他にも様々な方法が考えられる。 

 

（賃金以外の待遇） ←第４号「賃金以外の待遇」 

第６条 教育訓練（次条に定めるものを除く。）、福利厚生その他の賃金以外の待遇につい

ては正社員と同一とし、○○人材サービス株式会社社員就業規則第○条から第○条

までの規定を準用する。 
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【正社員と別規程を使用している場合の記載例】 

第６条 教育訓練（次条に定めるものを除く。）、福利厚生その他の賃金以外の待遇については、正社員に適用され

る○○人材サービス株式会社〇〇就業規則第〇条から〇条までの規定と不合理な待遇差が生じることとな

らないものとして、○○人材サービス株式会社〇〇就業規則第○条から第○条までの規定を適用する。 

 

（教育訓練） ←第５号「教育訓練」 

第７条 労働者派遣法第 30条の２に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づき 

別途定める「○○人材サービス株式会社教育訓練実施計画」に従って、着実に実施

する。 

 

（その他） 

第８条 本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。 

 

（有効期間） ←法第 30条の４第１項第６号「その他」 

第９条 本協定の有効期間は、○○年○月○日から○○年○月○日までの○年間とする。 

２ 本有効期間終了後に締結する労使協定についても、労使は、労使協定に定める対象従

業員の賃金の額を基礎として、対象従業員の公正な待遇の確保について誠実に協議する

ものとする。 

※ 有効期間の長さについては、その対象となる派遣労働者の待遇の安定性や予見可能性、実務上の対応を考慮すれ

ば長くすることが考えられる一方で、労働者の意思を適正に反映することを考慮すれば短くすることが考えられる

ため、画一的な基準を設けることとはしていないが、目安として２年以内とすることが望ましい。  

  ※ 労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、有効期間中であっても、労使協定に定める派遣労 

働者の賃金の額が一般賃金の額と同等以上の額であるか否か確認することが必要。 

    その結果、派遣労働者の賃金の額が次年度の一般賃金の額と同等以上の額でない場合には、労使協定に定める賃 

金の決定方法を変更するために労使協定を締結し直さなければならない。 

    一方、派遣労働者の賃金の額が次年度の一般賃金の額と同等以上の額である場合には、派遣元事業主が、同等以 

   上の額であることを確認した旨の書面を労使協定に添付することで差し支えない。 

  ※ 労使協定方式については、派遣労働者の段階的・体系的なキャリアアップ支援など、派遣労働者の長期的なキャ 

リア形成に配慮した雇用管理を行うことができるようにすることを目的としたものである。このため、当該目的を 

達成する観点から、一般賃金の額が下がった場合であっても、見直し前の労使協定に定める協定対象派遣労働者の 

賃金の額を基礎として、協定対象派遣労働者の公正な待遇の確保について労使で十分に議論することが望まれる 

ものである。 

 

 

○○年 ○月○日  

甲 ○○人材サービス株式会社 代表取締役  ○○○○ 印  

乙 ○○人材サービス労働組合 執行委員長  ○○○○ 印 
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【労働者過半数代表者と締結する場合の記載例】 

○○年 ○月○日  

甲 ○○人材サービス株式会社 代表取締役    ○○○○ 印  

乙 ○○人材サービス株式会社 過半数労働者代表 ○○○○ 印 

 

※ 令和３年４月以降、行政への届出文書は押印不要であるが、協定書については労使双方で合意・締結されたことを明

らかにするため、労働者代表および使用者の署名または記名押印することが望ましい。なお、労使双方において記名また

は押印不要と規定した場合にはこの限りではない。 
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別表１ 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額 

（基本給及び賞与等の関係） 

 

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

100.0 116.0 124.3 127.0 133.0 149.4 179.3

1
1104
ソフトウェア
作成者

通達に定め
る賃金構造
基本統計調

査

1,444 1,675 1,795 1,834 1,921 2,157 2,589

大分

90.5
地域調整

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,307 1,516 1,625 1,660 1,739 1,953 2,344

 

 

【計算の結果、最低賃金額を下回った場合の記載例)】 

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

100.0 116.0 124.3 127.0 133.0 149.4 179.3

1
1385
クリーニング
職、洗張職

通達に定
める賃金
構造基本
統計調査

923 1,071 1,147 1,172 1,228 1,379 1,655

大分 836

90.5 (※）
地域調整

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 970 1,039 1,061 1,112 1,248 1,498

1,212 1,269 1,426 1,7113
基準値（０年）を

地域別最低賃額とした額 954 1,107 1,186

 
※ 地域調整した結果、大分の地域別最低賃金額 954円（令和６年 10月１日発効）を下回っているため、表「３」のと

おり、地域別最低賃金額を基準値（０年）の額とした上で、当該額に能力・経験調整指数を乗じることにより、一般基

本給・賞与等の額を算出（１円未満の端数切り上げ）。 

 

記入上の注意 

※１【職種】賃金構造基本統計調査又は職業安定業務統計の対応する職種について、基準値及び基準値に能力・経験調整指数

を乗じた値別の数値を記載 

※２【地域調整】「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」に応じて、通達に定める地域指数を乗じた数値を記載 

※３ 例えば、１年、３年、５年の能力・経験調整指数のみ使う場合は、それ以外の能力・経験調整指数を乗じた値を記載す

ることは必ずしも要しない。ただし、計算方法の明確化の観点で、基準値（０年）は記載することが望ましい。 

※４ 通達別添１又は別添２に示される数値に通達別添３の地域指数を乗じ、一般基本給・賞与等を算出した結果、１円未満

の端数が生じた場合には、当該端数は切り上げをすることが必要。 
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【通勤手当を合算する場合（一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合を含

む）の記載例】 

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

100.0 116.0 124.3 127.0 133.0 149.4 179.3

1
1104
ソフトウェア
作成者

通達に定
める賃金
構造基本
統計調査

1,444 1,675 1,795 1,834 1,921 2,157 2,589

大分

90.5

通勤手当 通勤手当

上乗せ後 73円

地域調整

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,307 1,516 1,625 1,660 1,739 1,953 2,344

1,812 2,026 2,4173 1,380 1,589 1,698 1,733

 
 

 

 

 

 

【「一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合」の方法をとることにしてい

るが、一般通勤手当 73円とならない（60円）場合の記載例】 

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

100.0 116.0 124.3 127.0 133.0 149.4 179.3

1
1104
ソフトウェア
作成者

通達に定
める賃金
構造基本
統計調査

1,444 1,675 1,795 1,834 1,921 2,157 2,589

大分

90.5

通勤手当 通勤手当

上乗せ後 13円
1,752 1,966 2,3573 1,320 1,529 1,638 1,673

地域調整

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,307 1,516 1,625 1,660 1,739 1,953 2,344
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【退職手当を合算する場合（退職金前払いの方法を含む）の記載例】 

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

100.0 116.0 124.3 127.0 133.0 149.4 179.3

1
1104
ソフトウェア
作成者

通達に定
める賃金
構造基本
統計調査

1,444 1,675 1,795 1,834 1,921 2,157 2,589

大分

90.5

退職手当 退職手当

上乗せ後 5%

地域調整

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,307 1,516 1,625 1,660 1,739 1,953 2,344

1,826 2,051 2,4623 1,373 1,592 1,707 1,743

 
※ 一般基本給・賞与等（表「１」×表「２」）を算出した結果、１円未満の端数が生じた場合、その時点で、当該端数

を切り上げることが必要。また、一般基本給・賞与等に退職手当として退職割合５％を乗じ（表「２」×1.05）、１円

未満の端数が生じた際も当該端数の切り上げが必要。 

（例：０年目の場合） 1,444円×（地域指数）0.905＝1,307円（1,306.82） 

           1,307円×（退職割合）1.05＝1,373円（1,372.35） 

 
【退職手当及び通勤手当を合算する場合（退職金前払い及び一般の労働者の通勤手当に相当する額と

「同等以上」を確保する場合の方法を含む）の記載例】 

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

100.0 116.0 124.3 127.0 133.0 149.4 179.3

1
1104
ソフトウェア
作成者

通達に定
める賃金
構造基本
統計調査

1,444 1,675 1,795 1,834 1,921 2,157 2,589

大分

90.5

退職手当 退職手当

上乗せ後 5%

通勤手当 通勤手当

上乗せ後 73円
1,899 2,124 2,5354 1,446 1,665 1,780 1,816

地域調整

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,307 1,516 1,625 1,660 1,739 1,953 2,344

1,826 2,051 2,4623 1,373 1,592 1,707 1,743

 
※ 一般基本給・賞与等（表「１」×表「２」）を算出した結果、１円未満の端数が生じた場合、その時点で、当該端数

を切り上げることが必要。また、一般基本給・賞与等に退職手当として退職割合５％を乗じ（表「２」×1.05）、１円

未満の端数が生じた際も当該端数の切り上げが必要。 

（例：０年目の場合） 1,444円×（地域指数）0.905＝1,307円（1,306.82） 

          1,307円×（退職割合）1.05＝1,373円（1,372.35） 

1,373円＋73円＝1,446円 
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【職種が複数あり、かつ派遣先の事業所所在地が複数地域となる可能性のある場合の記載例】 

【別表１】「基準値（０年）×能力・経験調整指数」（令和７年度適用通達に定める賃金構造基本統計調査） 

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

100.0 116.0 124.3 127.0 133.0 149.4 179.3

1

1101
システムコン
サルタント・
設計者

通達に定
める賃金
構造基本
統計調査

1,699 1,971 2,112 2,158 2,260 2,538 3,046

2
1104
ソフトウェア
作成者

通達に定
める賃金
構造基本
統計調査

1,444 1,675 1,795 1,834 1,921 2,157 2,589

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

 

【別表２】地域指数（令和７年度適用通達に定める職業安定業務統計による地域指数） 

 

 

 

 

 

 

 

【中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとることにしているが、一般基本給・賞与等の額の５％

の額に満たない場合（４％の場合）の記載例】 

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

100.0 116.0 124.3 127.0 133.0 149.4 179.3

1
1104
ソフトウェア
作成者

通達に定
める賃金
構造基本
統計調査

1,444 1,675 1,795 1,834 1,921 2,157 2,589

大分

90.5

退職手当 退職手当

上乗せ後 1%
1,757 1,973 2,3683 1,321 1,532 1,642 1,677

地域調整

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値

2 1,307 1,516 1,625 1,660 1,739 1,953 2,344

 
※ 一般基本給・賞与等（表「１」×表「２」）を算出した結果、１円未満の端数が生じた場合、その時点で、当該端数

を切り上げることが必要。また、一般基本給・賞与等に退職手当として退職割合５％に満たない差分の１％を乗じ（表

「２」×1.01）、１円未満の端数が生じた際も当該端数の切り上げが必要。 

（例：０年目の場合） 

東京 112.7 

福岡 95.9 

 （中略） 

大分 90.5 

沖縄 88.3 
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別表２ 対象従業員の基本給、賞与及び手当の額 

【３ランク（０年、３年、10年）の場合の記載例】 

等級
職務

の内容
基本
給額

賞与額 手当額 合計額

対応する
一般の労働
者の平均的
な賃金の額

対応する
一般の労働
者の能力・

経験

Ａ
ラン
ク

上級ソフトウェア開発
（AI関係等高度なプロ

グラム言語を用いた開
発）

1,800～ 900 150 2,850～ 1,953 １０年

Ｂ
ラン
ク

中級ソフトウェア開発
（Webアプリ作成等の中
程度の難易度の開発）

1,500～ 750 130 2,380～ ≧ 1,660 ３年

Ｃ
ラン
ク

初級ソフトウェア開発
（Excelのマクロ等、簡
易なプログラム言語を
用いた開発）

1,300～ 650 120 2,070～ 1,307 ０年

 

（備考） 

 １ 賞与については、○○（「○か月」「○半期」等の期間）ごとの勤務評価の結果によ

り、Ａ評価（標準より優秀）であれば基本給額の○％相当、Ｂ評価（標準）であれば

基本給額の○％相当、Ｃ評価（標準より物足りない）であれば基本給額の○％相当を

支給する。 

※ 上記表は、Ｂ評価（標準）を基本給額の 50％相当と仮定した賞与額を記載。 

 ２ 未だ勤務評価を実施していない対象従業員については、○評価とみなして支給する。 

 ３ 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と比較するに当たっては、 

  月給を月の所定労働時間数で除して時給換算した額により比較するものとする。 

 ４ 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と比較するに当たっては、 

  賞与額は標準的な評価であるＢ評価の場合の額により比較するものとする。 

 ５ 手当額には、○○手当、○○手当、○○手当及び○○手当が含まれ、直近の事業年 

  度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額により算出するものとする。 

 

【その他の賞与額の計算方法の場合の記載例】 

・４ 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と比較するに当たっては、令和

６年度に対象従業員に対して支給された賞与額の合計額を、当該事業年度の当該従業員の

年間所定労働時間の合計時間数で除した額により比較するものとする。 
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【派遣先の事業所所在地が複数地域となる可能性があるが、各地域で共通する賃金表を使いつつ、地域

指数を用いて協定対象派遣労働者の賃金を調整する場合の記載例】 

（別表○　地域指数）

等級
職務

の内容
基本
給額

賞与額 手当額 合計額

Ａ
ランク

上級ソフトウェア開
発（AI関係等高度な
プログラム言語を用
いた開発）

1,800～ 900 150 2,850～

Ｂ
ランク

中級ソフトウェア開
発（Webアプリ作成等
の中程度の難易度の
開発）

1,500～ 750 130 2,380～ ×

Ｃ
ランク

初級ソフトウェア開
発（Excelのマクロ
等、簡易なプログラ
ム言語を用いた開
発）

1,300～ 650 120 2,070～

（別表○　対象従業員の賃金表（共通））

○○県　００．０

○○県　００．０

○○県　００．０

・
・
・
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 【通勤手当を一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合の方法をとる場合の

記載例】 

 

 

 

 

 

 

等級
対応する

一般の労働者の
平均的な賃金の額

通勤手当
対応する一般の

労働者の能力・経
験

Ａランク 1,953 73 １０年

Ｂランク 1,660 73 ３年

Ｃランク 1,307 73 ０年

（別表○　協定対象従業員の賃金表（共通））

等級
職務

の内容
基本
給額

賞与額 手当額 合計額
通勤
手当

Ａ
ランク

上級ソフトウェア開発
（AI関係等高度なプロ
グラム言語を用いた開
発）

1,800～ 900 150 2,850～ 100

Ｂ
ランク

中級ソフトウェア開発
（Webアプリ作成等の
中程度の難易度の開
発）

1,500～ 750 130 2,380～ 100 ≧

Ｃ
ランク

初級ソフトウェア開発

（Excelのマクロ等、
簡易なプログラム言語
を用いた開発）

1,300～ 650 120 2,070～ 100
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【退職金前払いの方法をとる場合の記載例】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表○　協定対象従業員の賃金表（共通））

等級
職務

の内容
基本
給額

賞与額 手当額 合計額
退職
手当

Ａ
ランク

上級ソフトウェア開発
（AI関係等高度なプロ
グラム言語を用いた開
発）

1,800～ 900 150 2,850～ 130

Ｂ
ランク

中級ソフトウェア開発
（Webアプリ作成等の
中程度の難易度の開
発）

1,500～ 750 130 2,380～ 110 ≧

Ｃ
ランク

初級ソフトウェア開発

（Excelのマクロ等、
簡易なプログラム言語
を用いた開発）

1,300～ 650 120 2,070～ 90

等級
対応する

一般の労働者の
平均的な賃金の額

退職手当
対応する一般の

労働者の能力・経験

Ａランク 1,953 98 １０年

Ｂランク 1,660 83 ３年

Ｃランク 1,307 66 ０年
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【通勤手当を合算する場合の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表○　協定対象従業員の賃金表（共通））

等級
職務

の内容
基本
給額

賞与額 手当額 合計額

Ａ
ランク

上級ソフトウェア開発
（AI関係等高度なプロ
グラム言語を用いた開
発）

1,800～ 900 150 2,850～

Ｂ
ランク

中級ソフトウェア開発
（Webアプリ作成等の中
程度の難易度の開発）

1,500～ 750 130 2,380～ ≧

Ｃ
ランク

初級ソフトウェア開発

（Excelのマクロ等、簡
易なプログラム言語を
用いた開発）

1,300～ 650 120 2,070～

等級
対応する

一般の労働者の
平均的な賃金の額

通勤手当 合計額
対応する一般の

労働者の能力・経験

Ａランク 1,953 73 2,026 １０年

Ｂランク 1,660 73 1,733 ３年

Ｃランク 1,307 73 1,380 ０年
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【退職手当を合算する場合（退職金前払いの方法を含む）の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等級
対応する

一般の労働者の
平均的な賃金の額

退職手当 合計額
対応する一般の
労働者の能力・

経験

Ａランク 1,953 98 2,051 １０年

Ｂランク 1,660 83 1,743 ３年

Ｃランク 1,307 66 1,373 ０年

（別表○　協定対象従業員の賃金表（共通））

等級
職務

の内容
基本
給額

賞与額 手当額 合計額

Ａ
ランク

上級ソフトウェア開発
（AI関係等高度なプロ
グラム言語を用いた開
発）

1,800～ 900 150 2,850～

Ｂ
ランク

中級ソフトウェア開発
（Webアプリ作成等の中
程度の難易度の開発）

1,500～ 750 130 2,380～ ≧

Ｃ
ランク

初級ソフトウェア開発

（Excelのマクロ等、簡
易なプログラム言語を
用いた開発）

1,300～ 650 120 2,070～
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【通勤手当及び退職手当を合算する場合の記載例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別表○　協定対象従業員の賃金表（共通））

等級
職務

の内容
基本
給額

賞与額 手当額 合計額

Ａ
ランク

上級ソフトウェア開発
（AI関係等高度なプロ
グラム言語を用いた開
発）

1,800～ 900 150 2,850～

Ｂ
ランク

中級ソフトウェア開発
（Webアプリ作成等の
中程度の難易度の開
発）

1,500～ 750 130 2,380～ ≧

Ｃ
ランク

初級ソフトウェア開発

（Excelのマクロ等、
簡易なプログラム言語
を用いた開発）

1,300～ 650 120 2,070～

等級
対応する

一般の労働者の
平均的な賃金の額

通勤手当 退職手当 合計額

Ａランク 1,953 73 98 2,124

Ｂランク 1,660 73 83 1,816

Ｃランク 1,307 73 66 1,446
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記入上の注意 

※１【基本給額】個々の協定対象派遣労働者に実際に支給される基本給額を時給換算したものを記

載。    

※２【賞与額】賞与額は半期ごと等の支給であったとしても時給換算したものを記載。 

※３【手当額】協定対象派遣労働者の各種手当（賞与、超過勤務手当、通勤手当及び退職手当を除

く（※通勤手当及び退職手当を合算して比較する場合は、「手当」に含めることもある））の合

計を時給換算したものを記載。勤務評価の結果、その経験の蓄積及び能力の向上があると認め

られた場合に別途手当を加算する場合は、その旨を記載。 

また、固定残業代の額を含める場合は、労使で合意した時間分の固定残業代の額を記載。 

※４【合計額】基本給額、賞与額及び手当額の合計額を記載。この合計額が対応する同種の業務に

従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上になっていることを確認。 

※５【対応する一般の労働者の平均的な賃金の額】それぞれの等級の職務の内容が何年目の能力・

経験に相当するかの対応関係を労使で定め、それに応じた同種の業務に従事する一般の労働者

の平均的な賃金の額を記載。 

通達第３の４に基づく合算による比較方法により対応する場合は、Ｐ75【通勤手当を合算す

る場合（一般の労働者の通勤手当に相当する額と「同等以上」を確保する場合を含む）の記載

例】やＰ76【退職手当を合算する場合（退職金前払いの方法を含む）の記載例】の表「３」に

記載する合算後の額等を記載。 
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別表３ 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額（退職手当の関係） 

 

３年 ５年 10年 15年 20年 25年 30年 33年 定年

自己
都合
退職

0.7 1.4 2.9 4.9 7.0 9.2 11.3 12.9 ―

会社
都合
退職

1.1 1.8 3.9 6.1 8.4 10.8 13.1 14.5 16.3

勤続年数

支給率
（月数）

 
（資料出所）「令和４年中小企業の賃金・退職金事情」（東京都）における退職金の支給率（モ

デル退職金・大学卒）に、同調査において退職手当制度があると回答した企業の割合

（71.5％）を乗じた数値として通達で定めたもの。 

  

別表４ 対象従業員の退職手当の額 

３年以上
５年未満

５年以上
10年未満

10年以上
15年未満

定年

自己
都合
退職

2.0 3.0 7.0 ―

会社
都合
退職

3.0 5.0 9.0 32.0

別添３（再掲）

３年 ５年 10年 15年 20年 25年 30年 33年 定年

自己
都合
退職

0.7 1.4 2.9 4.9 7.0 9.2 11.3 12.9 ―

会社
都合
退職

1.1 1.8 3.9 6.1 8.4 10.8 13.1 14.5 16.3

支給率
（月数）

勤続年数

≧

15年以上
25年未満

25年以上

21.0

26.0

15.0

19.0

勤続年数

支給率
（月数）

 

（備考） 

１ 同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と比較するに当たっては、退

職手当額は、支給総額を所定内賃金で除して算出することとする。 

２ 退職手当の受給に必要な最低勤続年数は３年とし、退職時の勤続年数が３年未満の場

合は支給しない。 


